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直
省
数
準
の
制
を
遁
ヒ
て
観
た
る
薙
正
治
下
の
文
教
政
策

|
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序直
省
教
職
の
任
用
資
格
改
正
|
合
試
下
第
理
人
の
任
用

直
省
書
院
の
園
家
的
設
営
l
査
図
書
院
の
官
立
化

直
省
教
職
の
抽
出
備
日
以
看
貸
施
|
回
文
鋭
の
提
案

改
教
と
教
職
養
阪
銀
に
刷
到
す
る
態
度
1

田
文
鋭
の
意
見

結

語序

「
汝
等
科
申
出
身
、
使
ち
私
事
の
論
を
作
ナ
。
亦
た
宜
し
く
場
心

簿
輩
し
て
、
以
て
報
本
の
誠
を
設
す
べ
し
。
方
め
て
儒
教
に
悦
じ
る

と
と
有
ら
ざ
ら
ん
」

と
言
い
、
「
但
だ
科
甲
の
二
字
を
持
っ
て
之
を
度

外
に
置
か
ば
諸
凡
是
な
り
」
と
も
戒
め
、

「伊
等
、
科
甲
初
護
浩
容
の

風
は
質
に
吏
治
の
大
筈
と
鴛
ナ
」
と
も
言
っ
て
、
科
甲
の
人

K
き
び

芳己

木

敏

し
い
非
難
の
言
葉
を
屡
々
浴
び
せ
た
嘉
正
帝
は
、
同
時
に
ま
た

除
は
私
恩
を
市
り
、
虚
名
に
務
む
る
の
主
に
は
非
や
ノ
。

と
も
一
言
っ
て
、
科
甲
の
随
習
打
破
に
、
地
方
財
政
吏
治
の
刷
新
に
、
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断
々
乎
と
し
て
大
蛇
を
振
っ
た
。

勝
空
の
清
査
や
随
規
の
巌
禁
は

そ
の

一
つ
の
現
れ
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
そ
の
科
甲
の
人
々
を
育
成

ナ
る
皐
校
科
翠
の
制
に
劃
し
て
は
薙
正
帝
は
果
し
て
ど
の
よ
う
な
態

度
方
針
を
も
っ
て
臨
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
と
と
が
少
な
か

ら
ざ
る
興
味
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
生
員
を
中
心
と
し
て
全

闘
の
読
書
人
を
そ
の
傘
下
に
擁
し
た
直
省
郷
禁
の
皐
た
る
府
州
照
準

川
嶋
一
ー
す
，
さ
て
は
こ
れ
が
訓
勧
の
責
あ
る
皐
官
教
職
、
或
は
越
{
木

以
来
の
俸
統
的
念
書
院
な
ど
は
科
甲
の
大
勢
動
向
を
決
ナ
る
主
要
な

要
素
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
、
迄
も
な
い
。



さ
れ
ば
誌
に
さ
与
や
か
な
小
論
を
草
し
て
、
地
方
教
撃
の
制
を
通

じ
て
難
正
治
下
の
文
教
政
策
を
観
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
で

も
教
職
の
在
り
方
を
中
心
問
題
と
し
て
採
上
げ
た
の
は
さ
き
K
拙
稿

「
{
太
代
に
於
け
る
教
官
試
法
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
に
於
て
、
宋
代
の

皐
官
任
用
法
そ
の
他
若
干
の
問
題
に
つ
き
卑
見
を
述
べ
、
併
せ
て
元

明
二
代
の
該
問
題
に
簡
単
な
瞥
見
を
輿
え
た
関
係
上
、
引
績
き
清
代

の
制
に
も
及
び
た
い
と
の
意
固
に
外
・
な
ら
ぬ
。

直
省
教
職
の
任
用
資
格
改
正

|
|
曾
試
下
第
穆
人
の
任
用
|

|

先
歩
地
方
教
拳
上
に
と
ら
れ
た
薙
正
帝
の
施
策
の
第
一
は
、
直
省

府
州
豚
撃
の
皐
官
教
職
の
任
用
資
格
改
正
、
即
ち
禽
試
下
第
の
翠
人

に
射
し
て
教
職
の
倣
(
地
位
)
を
全
面
的
に
解
放
し
た
こ
と
で
あ
る
。

全
面
的
と
は
次
に
述
べ
る
如
く
、
康
照
帝
時
代
に
あ
る
特
定
の
数
省

に
於
て
解
放
さ
れ
た
ζ

と
が
あ
り
、
薙
正
帝
は
か
お
る
制
限
を
何
等

設
け
な
か
っ
た
調
で
あ
る
。

さ
て
凡
そ
清
代
に
於
け
る
直
省
の
府
州
豚
皐
は
明
代
に
於
て
頗
る
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具
備
さ
れ
た
と
稽
せ
ら
る
る
そ
の
制
度
を
受
け
継
ぎ
、
大
龍
、
府
皐

に
は
教
授
、
州
皐
に
は
皐
正
、
鯨
皐
に
は
数
誌
を
夫
々
一
員
置
き
、

之
を
輔
く
る
に
訓
導
一
員
を
以
て
し
た
。
勿
論
、

ζ

の
教
官
員
数
は

時
に
よ
り
ま
た
場
所
に
よ
り
、
増
減
裁
併
が
あ
っ
た
。
ま
た
数
識
と

の
匿
別
が
あ
っ
た
。

訓
導
に
は
鰹
制
(
正
)
と
復
設
(
副
)

さ
て
、
右
の
教
授
以
下
の
教
職
に
就
く
た
診
に
は
、
順
治
以
来
、

科
翠
出
身
文
は
貢
生
出
身
た
る
を
要
ナ
る
原
則
が
あ
っ
た
。

ζ

の
雨

出
身
を
併
せ
て
科
貢
出
身
と
呼
ぶ
ζ

と
が
あ
り
、
科
貢
出
身
を
以
て
、

正
途
出
身
の
教
官
と
し
、
雑
流
の
教
官
と
匝
別
し
て
い
る
。
而
し
て

以
下
に
述
べ
る
如
く
雑
流
の
人
に
は
地
方
教
職
に
就
か
し
む
る
こ
と

を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
事
情
に
つ
い
て
、

い古品、
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園
初
順
治
時
代
よ
り
、
康
照
、
薙
正
へ
と
順
次
観
て
行
く
こ
と
に
ナ

る
。
皇
朝
逼
考
巻
六
五
拳
校
考
三
太
皐
に

順
治
元
年
、
貢
生
を
廷
試
し
閲
巻
分
等
す
る
の
例
を
定
む
。
上
巻

は
知
州
を
以
て
用
い
、
上
次
巻
は
推
官
、
知
豚
を
以
て
用
い
、
中

巻
は
逼
剣
を
以
て
用
い
、
中
次
巻
は
州
剣
勝
丞
教
職
を
以
て
用
う
。

と
あ
り
、
文
同
書
巻
六
九
亭
校
考
七
一
銭
一
明
黛
に
見
ゆ
る
と
こ
ろ
の

順
治
八
年
都
察
院
の
僚
議
の
中
の
一
に

皐
官
は
宜
し
く
懸
飲
し
て
職
業
を
噴
し
く
す
る
可
ら
夕
、
撫
臣
努

め
て
依
を
按
じ
て
題
請
し
、
吏
部
に
下
し
て
鐙
補
せ
ん
。
其
の
科

貢
出
身
に
由
ら
夕
、
教
職
を
濫
冒
す
る
者
は
一
併
に
題
明
し
て
部
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に
迭
り
て
別
用
し
、
事
を
署
ナ
る
の
教
官
の
若
き
は
、
止
だ
本
皐

及
び
別
思
?
を
用
い
、
濫
り
に
維
流
に
委
ナ
る
ζ

と
を
得
ざ
ら
し
珍

ん
と
。
之
に
従
う
。

と
あ
る
。
次
に
康
照
時
代
に
入
る
と
、
同
書
同
巻
に

康
照
十
八
年
、
教
職
は
科
貢
出
身
の
人
員
を
用
う
べ
き
を
定
む
。

科
貢
出
身
に
由
ら
ざ
る
も
の
有
ら
ば
、
題
明
し
て
部
に
、
途
ら
し
め

別
用
せ
ん
。
若
し
部
選
の
教
職
未
だ
到
ら
ざ
れ
ば
、
止
だ
本
間
学
及

び
別
撃
の
官
も
て
事
を
審
せ
し
め
、

滋
り
に
雑
流
に
委
ナ
る
ζ

と

を
得
や
ノ
。

と
あ
る
。

以
上
何
れ
も
科
貢
出
身
を
以
て
資
格
し
た
ζ

と
を
示
し
て

令

b
o
皇
制
遜
考
を
六
一

、
選
繁

一
五
考
採
七
吃
陛
十
八
年
の
総
に
見
ゆ
る

し
J
g

上
識
に

「前
き
に
選
抜
貫
生
を
以
て
数
肢
の
階
と
魚
ナ
」
と
あ
り
。

と
こ
ろ
が
康
問
三
十
七
年
に
及
ん
で
、
あ
る
特
定
の
数
省
に
於
て

合
試
に
三
科

(
一一一回
)
中
ら
ざ
る
者
を
知
幌
に
、

一
科
(
一
回
)
中

ら
ざ
る
者
を
数
臓
に
任
ヂ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
皇
朝
酒
考
在
四
八
選

準
考
二
務
士
、
康
照
三
十
七
年
支
部
の
擬
担
に

湖
間
以
道
御
史
李
登
減
疏
言
ナ
ら
く
、
直
隷
、
山
束
、
河
南
、
江
南
、

湖
、江
、
江
西
、
快
西
、
湖
北
等
の
慮
、
翠
人
命
試
に
五
科
中
ら
ざ

れ
ば
、
方
め
て
棚
、
選
を
一軒
ナ
。
ま
た
需
次
す
る
こ
と
数
年
に
し
て

始
め
て
補
用
さ
る
与
を
得
。
請
う
ら
く
は
、
科
分
を
酌
減
し
て
棟

選
し
、
時
に
及
び
て
効
方
ナ
る
を
得
し
め
ん
と
。
躍
に
請
う
所
の

加
く
、
直
隷
等
の
九
(
八
?
)
省
、
翠
人
禽
試
に
三
科
中
ら
ざ
れ

ば
、
其
の
知
臓
に
棟、
遺
す
る
を
准
し
、

一
科
中
ら
ヂ
し
て
知
臓
に

改
就
ナ
る
者
は
、
州
の
皐
正
、
問
問
の
数
識
を
以
て
補
用
せ
ん
、
と

之
に
従
う
。

右
に
よ
れ
ば
康
照
三
十
七
年
を
削
る
る
る
時
期

K
、
ナ
で
に
合
同
試
下

第
者
を
以
て
教
官
に
任
歩
る
ζ

と
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
三
十
七
年

に
そ
れ
を
更
に
寛
に
す
る
様
に
改
正
さ
れ
、
特
別
な
地
域
を
限
つ
マ

即
ち
直
隷
以
下
の
政
省
K
於
て
の
み
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
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と
を
知
る
。

次
の
薙
正
帝
は
即
位
す
る
と
、
左
の
如
く
一
旦
固
初
の
原
則
に
立

ち
蹄
る
。
即
ち
皇
朝
通

42
2
0事
校
考
八
一
日
純
一
一
♂

務
正
元
年
吏
部
に
諒
ナ
ら
く
、
各
省
の
教
官
は
専
ら
土
子
を
訓
迫

す
る
を
司
る
。
(
帥
)
尋
い
で
議
ず
ら
く
、
各
省
の
教
職
は
倶
に
翠

人
、
恩
〔
貫
生
〕
、
抜
〔
貫
生
〕
、
〔
郷
試
〕
副
瞬
、
庫
、〔
膳
〕
生
の
挨
貢

を
以
て
補
用
せ
ん
と
。
(榊
)
之
に
従
う
。

と
あ
る
。
(
副
椋
は
曾
試
L

」
郷
試
に
あ
っ
た
が
、
こ

の
場
合
は
郷
試
の

副
傍
ら
し
い
。
と
言
う
の
は
皇
朝
通
考
巻
六
五
閉
学
校
考
三
太
早
康
照

十
年
に
「
直
省
の
郷
試
副
携
も
て
作
貢
迭
監
ナ
る
の
例
を
復
す
」
と



あ
る
。
ま
た
副
梼
と
は
言
う
迄
も
な
く
合
格
次
貼
者
の
意
。
ま
た
挨

貢
と
は
挨
出
歳
貢
奴
…
間
一
時
の
略
で
あ
る
。
)

ま
た
珠
批
論
旨
河
南
巡
撫
回
文
鏡
薙
正
三
年
七
月
二
十
八
日
の
奏

摺
に
よ
れ
ば

ま
た
査
ナ
る
に
、
定
例
と
し
て
進
士
を
以
て
府
衛
の
教
授
を
選
び
、

翠
人
も
て
州
の
皐
正
・
牒
の
教
識
を
選
ぴ
、
恩
〔
貢
〕
、
抜
〔
貢
〕
、

〔
郷
試
〕
副
梼
も
て
復
設
の
教
識
を
選
び
、
産
生
よ
り
挨
出
歳
貢
し

て
訓
導
を
選
ぶ
。
則
ち
是
れ
訓
導
の
一
候
は
挨
貢
の
選
ぶ
可
き
有

る
の
み
。

と
見
え
て
hz
り
、
ま
た
同
書
湖
南
布
政
使
朱
綱
薙
正
四
年
十
一
月
十

七
日
の
奏
摺
に
は

思
う
に
近
日
の
教
官
は
皆
な
進
土
事
人
出
身
の
員
に
係
る
。

と
あ
る
。
以
上
の
三
文
の
示
ナ
が
如
く
、
務
正
帝
は
薙
正
元
年
に
、

順
治
及
び
康
照
初
期
の
原
則
剖
ち
科
貢
出
身
を
も
っ
て
教
職
に
任
ナ

る
制
に
復
時
ナ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
僅
か
四
年
の
聞
の
賞
施
に
止

っ
た
。
即
ち
同
五
年
K
至
っ
て
次
の
如
く
舎
試
失
敗
者
を
以
て
教
官

419 

に
鐙
選
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
康
照
帝
の
如
く
施
行
匡
域
を
数

省
に
限
ら
や
ノ
、
全
園
的
に
貫
施
す
る
。
即
ち
皇
朝
遁
考
巻
七

O
皐
校

考
八
一紘一一

J
F次
ぴ
十
朝
聖
訓
世
宗
時
十
O
K

薙
正
五
年
(
四
日
〕
教
ナ
ら
く
、

て
勉
力
供
職
せ
し
め
ん
と
。
吏
部
旨
に
遭
い
て
、
禽
試
下
第
の
事

下
第
の
事
人
も
て
教
官
に
挑
選
し

人
を
持
っ
て
、
教
職
に
挑
選
し
引
見
せ
し
む
。
上
識
を
奉
じ
た
る

に
、
教
官
は
土
子
を
董
率
ナ
る
の
責
有
り
。
能
く
質
心
訓
導
し
て
、

諸
生
を
し
て
讃
書
循
理
せ

L
b
、
悦
達
嵩
凌
の
習
無
か
ら
し
む
れ

ば
、
則
ち
卒
民
法
を
観
る
所
有
り
、
風
俗
淳
厚
な
る
を
望
む
可
く
、

開
ナ
る
所
、
浅
鮮
な
る
に
匪
ら
歩
、
乃
る
に
向
衆
川
教
職
因
循
倫

惰
に
し
て
全
く
教
訓
を
以
て
事
と
篤
さ
や
J

。
朕
屡
々
議
旨
を
頒
ナ

れ
と
も
、
積
習
故
と
の
如
し
。
因
っ
て
爾
等
下
第
の
翠
人
中
に
於
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て
文
理
明
遁
の
者
を
揮
ぴ
、
引
見
し
て
命
じ
往
か
し
め
ん
。
爾
等

の
科
分
名
次
を
論
じ
、
-
な
お
選
ぶ
べ
き
の
人
に
非
ら
ざ
れ
ば
、
除

恩
を
加
え
特
用
し
て
務
め
て
須
ら
く
勉
力
供
職
せ
し
め
、
加
意
訓

語
ナ
ベ
し
。
六
年
の
内
、
如
し
果
し
て
成
数
を
著
有
せ
ば
、
督
撫

を
し
て
題
薦
せ
し
め
朕
格
外
に
加
恩
せ
ん
。
如
し
職
守
K
負
く
有

ら
ば
、
督
撫
を
経
て
題
参
喝
せ
し
め
、
朕
姑
容
せ
ざ
ら
ん
。

と
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
薙
正
五
年
以
後
、
舎
試
下
第
の
翠
人
を
も

っ
て
、
教
官
資
格
と
ナ
る
制
を
創
め
た
薙
正
帝
は
、
如
何
な
る
動
機

原
因
K
よ
っ
て
之
を
断
行
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
薙
正
元
年

旦
園
初
の
原
則
に
立
ち
蹄
叫

五
年
に
至
っ
て
、
ま
た
之
を
改
め
て
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禽
試
下
第
者
を
以
て
す
る
陀
至
っ
た
の
は
何
故
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

と
も
に
解
明
を
要
ナ
る
問
題
で
あ
る
。

先
夕
、
薙
正
五
年
の
上
誌
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
そ
の
中
で
動
機
と
目
せ
ら
る
ふ
も
の
を
拾
い
上
げ
る
と
、
「
向
来
、

教
職
」
部
ち
科
貢
出
身
の
教
官
は
「
因
循
品
川
惰
」
で
あ
り
、
大
切
な

士
子
訓
筋
の
職
責
を
全
然
果
さ
な
い
。
自
分
は
こ
れ
迄
度
々

上
識
を

下
し
て
戒
勧
に
つ
と
め
て
来
た
が
、
そ
の
積
習
は
一
向
に
改
ま
ら
な

ぃ
。
そ
こ
で
思
い
き
つ

τ、
下
第
の
翠
人
の
中
、
優
秀
な
者
を
も
っ

て
之
に
代
え
よ
う
と
欲
ナ
る
の
だ
と
言
う
。
こ
の
言
葉
は
務
正
帝
が

ま
さ
し
く
科
甲
出
身
教
官
に
見
切
り
を
つ
け
た
ζ

と
を
思
わ
し
め
る

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

か
か
る
際
、
科
翠
全
一
盛
時
代
の
清
朝
と

し
て
は
普
通
な
ら
ば

よ
り
教
官
を
厳
選
す
る
た
め
に
教
官
志
望
者

の
任
用
資
格
を
高
め
る
と
か
、
任
用
法
を
巌
重
に
ナ
る
と
か
云
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
宋
代
で
は
教
官
試
法
の
制
を
設
け
、
教
官
た
ら
ん
と
ナ

る
者
は
進
士
翠
人
と
い
え
ど
も
試
験
を
-
謀
し
マ
(
し
か
も
そ
れ
は
淘

に
殿
し
い
鐙
衡
試
験
で
あ
っ
た
)

に
努
め
た
。
し
か
し
薙
正
帝
は
一
切
そ
の
よ
う
な
方
法
を
取
ら
な
か

一
流
の
人
物
を
教
官
に
得
る
よ
う

っ
た
。
逆
に
舎
試
下
第
者

K
迄
、
任
用
資
格
を
下
げ
て
了
っ
た
と
い

う
所
K
、
科
甲
出
身
者
へ

の
見
切
り
に
因
る
薙
正
帝
濁
自
の
科
甲
排

撃
の
立
場
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
で

あ
る
。
彼
が
科
甲
の
輩
に
浴
び
せ
た
非
難
攻
撃
の
言
葉
は
株
批
議
旨

且
つ
ま
こ
と
に
烈
々
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
例

に
枚
間
帯
に
濯
な
く
、

え
ば
蘇
州
巡
撫
陳
時
夏
に
封
し
て

汝
等
の
類
き
科
甲
出
身
の
大
員
、
勝
げ
て
数
う
可
か
ら
や
ノ
。
楊
名

時
、
李
紙
、
現
廷
珍
、
鄭
任
錦
、
迂
峰
、
陳
世
信
、
井
ぴ
に
旗
下

の
翠
人
張
惜
の
如
き
庸
流
、
皆
な
同
年
故
蓄
、
老
師
門
生
の
葦
祉

を
鴛
し
争
っ
て
相
も
に
偏
祖
姑
容
し
、
以
て
名
を
川
市
り
容
を
釣
り
、
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還
に
歎
隠
膝
蔽
し
て
闇
計
民
生
を
胎
慢
ナ
る
を
至
ナ
。
種
種
悉
皆

敗
露
す
る
こ
と
此
の
ど
と
し
。
奈
何
せ
ん
。
此
の
風
息
ま
や
J

、
将

来
斯
文
地
を
掃
わ
ん
と
ナ
る
を
。

と
言
い
、
或
は
、
ま
た
彼
に
戒
め
る
に
、
非
科
事
出
身
で
偉
大
な
る

地
方
官
で
あ
り
、
帝
の
信
望
頗
る
厚
か
り
し
李
衛
を
引
き
合
い
に
出

し
て李

衛
は
爾
等
科
甲
の
大
儒
の
前
を
謄
、
後
を
顧
み
、
古
を
引
き
て

今
を
準
さ
ん
と
ナ
る
者
の
比
に
は
非
ら
や
J

。

と
言
い
き
か
せ
て
い
る
。

薙
正
帝
が
常
に
科
甲
の
官
僚
に
戒
め
た
言
葉
は
、
「
偏
祖
姑
容
」
、



「
治
名
釣
春
」
の
類
で
あ
っ
て
、
以
下
述
べ
る
所
に
よ
っ
て
分
明
ナ
る

如
く
、
若
し
か
ミ
る
不
純
な
動
機
に
基
い
て
地
方
大
吏
が
教
撃
の
上

で
事
を
篤
さ
ん
と
す
れ
ば
、
慧
眼
よ
く
こ
れ
を
見
抜
い
て
断
乎
と
し

τ、
之
を
粉
砕
す
る
態
度
に
出
て
い
る
。

科
翠
失
敗
者
を
以
て
察
官
教
職
に
補
用
ナ
る
|
|
こ
の
こ
と
は
科

甲
嫌
い
の
鶏
正
帝
ら
し
き
一
つ
の
英
断
で
あ
り
、
ま
た
、
科
甲
排
撃

の
た
め
の
確
貫
な
有
数
弾
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
更
に

考
察
を
進
め
る
と
、
彼
は
車
に
科
甲
排
撃
を
窮
極
の
目
的
と
し
、
排

撃
の
た
め
の
排
盤
策
を
弄
し
た
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
に
気
が
付

く
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
深
い
根
本
的
な
問
題
、
人
材
登
用
の
道
の
あ

る
べ
き
姿
を
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
と
言
う
わ
け
は
、
彼
が
嘗
っ
て

放
っ
た
次
の
言
葉
を
よ
く
噛
み
し
め
て
見
た
い
。

(
閣
茸
た
る
劣
員
)
科
甲
出
身
に
係
る
者
、
或
は
改
教
を
題
請
す
れ

ど
も
、
園
家
は
頗
る
才
に
乏
し
か
ら
や
〆
。
徒
だ
此
の
輩
を
し
て
仕
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途
を
翠
塞
せ
し
む
る
は
、
反
っ
て
異
才
の
獲
て
用
い
ら
れ
ざ
る
を

致
ナ
。
時
に
於
て
殊
に
魚
目
混
珠
の
請
を
克
れ
難
し
。

と
よ
円
「
改
数
」
と
は
改
補
教
職
献
抑
制
ぽ
閥
均
一
つ
改
の
略
で
、
清
代

吏
治
の
才
な
き
無
能
の
知
豚
を
格
下
げ
し
て
教
職
K
就
か
し
む
る
こ

第
五
節
玉
、

で
あ
る
に
詳
説
、刀

右
の
帝
の
言
葉
の
意
味
ナ
る
と
こ
ろ
は
深
く

人
材
登
用
の
大
切
な
根
本
問
題
に
個
別
れ
て
い
る
。
換
言
ナ
れ
ば
、
人

材
登
用
の
道
の
何
た
る
か
を
排
え
て
か
れ
ば
こ
そ
、

は
じ
め
て
吐
き

得
る
言
葉
で
あ
る
と
思
う
。

さ
て
下
第
の
翠
人
も
て
教
官
た
ら
し
ゆ
る
は
宋
代
に
は
見
ら
れ
夕
、

元
明
二
代
、

そ
れ
も
大
陸
夫
々
の
中
葉
頃
か
、

そ
れ
以
降
の
い
わ
ば

王
朝
の
全
盛
期
を
過
ぎ
た
時
期
に
本
来
教
官
の
地
位
低
く
待
遇
悪
し

き
が
故
に
、
そ
れ
を
嫌
っ
て
科
甲
出
身
の
数
職
志
望
者
が
少
く
な
っ

て
は
じ
め
て
賓
施
さ
れ
寸
い
る
。

清
代
で
も
教
職
は
栄
元
明
の
三
朝
同
様
恵
ま
れ
た
枇
禽
的
地
位
、
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経
済
的
待
遇
を
も
っ
て
遇
せ
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
と
に
清
代
、

地
方
の
皐
官
教
職
は
全
く
地
方
の
佐
武
雑
職
と
同
等

K
考
え
ら
れ
た
。

ω

闘

表
向
き
は
「
多
土
の
儀
型
」
だ
の
「
多
土
の
模
措
」
だ
の
「
土
師
の

民
だ
の
「
教
職
の
責
甚
だ
箆
な
り
と
篤
し
、
そ
の
任
甚
だ
重
し
と
篤

ナ
」
だ
の
と
一
廉
の
美
辞
麗
句
で
祭
り
上
げ
ら
れ
て
居
る
が
、
賓
質

的
に
全
く
府
州
鯨
の
佐
雑
並
み
に
し
か
取
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
清
代

仰

の
文
献
中
に
「
州
臓
の
佐
武
、
雑
職
、
教
官
」
と
か
「
教
職
佐
雑
及

ω
 

ぴ
千
総
等
の
良
い
だ
と
か
「
教
職
及
び
佐
雑
の
微
員
」
だ
の
と
肩
を

並
べ
て
徴
員
扱
い
に
さ
れ
、
時
K
は
簡
略
に
「
数
雑
」
と
呼
ぶ
こ
と

も
あ
る
。
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佐
雑
と
一属を
並
べ
て
記
さ
れ
る
だ
け
で
な
い
。
情
初
、
教
職
は
未

よ
う
や
く
教
授
は
正
七
品
に
、

準
正
教
識
は
正
八
口問
に
、
訓
導
は
従
八
品
に
加
級
さ
れ
た
が
、
そ
れ

入
流
官
で
あ
っ
た
。
乾
隆
帝
の
時
、

で
も
な
か
俸
給
は
低
務
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
皇
朝
通
考
谷
六
一
選
間帯

一
五
考
謀
、
乾
隆
二
十
九
年
の
上
識
に

因
っ
て
思
う
に
伊
等
〔
激
職
〕
の
官
は
卑
し
く
職
は
薄
し
一
戸

と
あ
る
。
ま
た
や
田
時
教
官
は
二
人
で
一
人
前
位
の
俸
給
し
か
貰
え
な

か
っ
た
事
質
が
あ
る
。
株
批
議
旨
一幅
建
巡
撫
劉
世
明
第
正
八
年
二
月

十
六
日

の
奏
摺
に

蓋
し
教
職
は
倶
に
本
省
の
人
員
K
腐
す
。
家
を
去
る
と
と
速
か

ら
や
J

O

(

榊
)
所
以
に
経
費
の
額
一
縮
、
爾
官
合
し
て
一
俸
を
食
ナ
。

と
見
え
、
思
ナ
政
全
書
巻
三

O
考
袈
教
官
、
乾
隆
元
年
の
僚
に

査
す
る
に
、
奮
例
、
教
職
は
雨
官
に
て
一
俸
を
同
に
食
ナ
。

養
肢
に
蚊
ら
ざ
る
を
兎
れ
やJ
。
大
前
合
興
事
例
巻
三
六
九
、

磁
部
容
校
教
職
考
授
も
同
じ

未
だ

と
あ
る
の

が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
「雨
官
」
と
は
組
制
と
復
設
の
二
教

官
を
指
し

そ
の
二
人
で
凡
そ
一

人
前
の
俸
給
を
興
え
ら
れ
て
い
た

ら
し
い
。
以
て
如
何
に
彼
等
が
薄
給
な
り
し
か
を
察
ナ
る
こ
と
が
出

来
る
。
尤
も
泊
代
に
於
て
教
職
に

つ
く
者
は
、
宜
際
あ
ま
り
優
秀
な

削
財

人
物
は
な
か
っ
た
様
で
、
首
時

「教
官
多
く
中
材
に
厩
ナ
L

と
言
わ
れ
、

A
副
司

ま
た
全
く
の
閑
職
と
目
せ
ら
れ
た
こ
と
は
「
教
官
は
開
員
に
鹿

Z

と
稿
せ
ら
れ
た
こ
と
で
判
る
の
で
あ
る
。

ま
た
殊
批
論
旨
河
南
総
督
回
文
鏡
薙
正
六
年
二
月
三
日
の
奏
摺
に

司
府
の
首
領
、
各
皐
の
教
職
井
ぴ
に
巡
検
、
騨
丞
、
税
大
使
、
司

獄
等
の
雑
職
は
並
び
に
親
民
の
官
に
非
A
Y
。

と
あ
る
如
く
教
職
は
親
民
の
官
で
な
い
、
と
一
言
う
と
と
は
い
わ
ゆ
る

「
刑
名
銭
穀
の
責
が
な

い
」
一
続
一剛
腕
ヰ
攻
略
一
M
M
…
主
の
で
あ
る
。

ま
た
「
教
職
は
課
土
に
止
る
。

州
鯨
守
土
の
官
の
如
き
に
非
デ
」

一紘一
輪一
f
t服
羽
咋
J
T

一一十
慨
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
教
職
の
紋
は
勢
い

「草
草

K
填
註
し
以
て
其
の
放
を
充
す
」

ζ

と
に
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軽
く
取
扱
わ
れ
て

式日
u
も
斤
也
ヲ
匂

。

以
上
の
如
く
、
教
職
は
そ
の
待
遇
は
全
く
卑
郊
で
あ
り
、
表
向
き

は
兎
も
角
、
賓
質
上、

官
員
と
し
て
重
視
も
さ
れ
や
ノ、
ま
た
そ
の
紋

は
骨
骨
重
も
さ
れ
歩
、
要
ナ
る
に
枇
禽
的
に
は
、
賓
に

つ
ま
ら
ぬ
地
位

で
あ
り
、
職
業
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
清
代
で
も
元
明
同
様
、師
事
人
道

土
の
鋒
々

た
る
肩
書
き
あ
る
読
書
人
が
教
職
を
志
望
し
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
、

と
言
う
疑
が
生
じ
る
。
し
か
し
擁
正
時
代
で
は
、
ニヒ

の
よ
う
な
事
情
は
顎
著
で
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
先

き
に
も
掲
げ
た
殊
批
議
旨
の
湖
南
布
政
使
朱
綱
が
薙
正
四
年
十

一
月



十
七
日
に
奉
っ
た
奏
摺
中
K

文
た
思
う
に
近
日
の
教
官
は
皆
な
進
士
翠
人
出
身
の
員
に
係
る。

量
に
人
才
無
か
ら
ん
や
一
戸

と
云
う
文
句
が
見
え
て
い
る
。
薙
正
四
年
と
い
え
ば
、
下
第
の
翠
人

を
以
て
教
官
の
任
用
資
格
と
し
た
年
の
前
年
で
あ
る
。
従
っ
て
進
土

翠
人
出
身
者
で
教
職
志
望
の
者
が
少
な
か
っ
た
と
は
と
う
し

T
も
考

え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
般
に
教
官
の
歓
が
非
常
に
空
席
K

な
っ
て
い
て
、
訓
育
に
支
障
を
来
た
し、

そ
の
た
め
に
禽
試
失
敗
者

次
に
は
薙
正
時
代
に
於
て
、

で
も
よ
い
、
之
を
急
援
狩
り
集
め
て
教
官
に
就
か
せ
よ
う
と
し
た
の

で
は
な
い
か
と
云
う
疑
念
が
湧
い
て
来
る
。
と
と
ろ
が
、

そ
う
白

う

事
情
で
も
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
株
批
論
旨
河
南
巡
撫

田
文
鏡
、
薙
正
三
年
七
月
二
十
八
日
の
奏
摺
中
に

再
た
査
ナ
る
に
、
薙
正
元
年
四
月
初
三
日
吏
部
の
容
を
准
到
し
た

る
に
、
候
遺
訓
導
た
る
の
貢
生
は
、
現
に
康
照
三
十
三
、
四
年
に

康
生
よ
り
挨
出
せ
る
歳
貢
よ
り
選
ぶ
。
其
の
除
は
三
十
五
年
よ
り

起
り
、
年
を
按
じ
て
陸
績
と
し
て
冊
を
造
り
て
部
に
、
途
る
。
則
ち
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是
れ
目
下
選
ぶ
所
の
訓
導
は
、
向
hs
康
照
三
十
四
、
五
年
の
挨
〔
出

歳
〕
責
な
り
。
其
の
人
卸
ち
二
十
歳
に
し
て
康
晴
雄
生
に
補
せ
ら
れ

し
自
り
、
約
そ
三
十
年
を
越
え
て
出
貢
し
、

再
た
二
十
徐
年
を
越

え
て
鐙
選
さ
る
。
己
に
経
に
七
八
十
歳
な
り
。

と
あ
る
。
即
ち
河
南
省
K
て
康
膳
生
か
ら
訓
導
の
依
に
就
く
ま
で
、

宜
に
五
十
品
開
年
と
い
う
驚
く
べ
き
歳
月
を
待
た
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
知
る
。
だ
と
ナ
れ
ば
、
補
助
的
教
官
と
も
言
う
べ
き
訓

導
の
紋
で
さ
え
容
易
K
就
く
こ
と
が
出
来
・
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ

ば
訓
導
が
過
剰
で
あ
っ
た
と
き
ロ
う
こ
と
が
之
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

何
故
こ
の
よ
う
な
過
剰
現
象
を
生
じ
た
か
と
言
え
ば
、

一
旦
教
職

一77ー

に
つ
け
ば
滅
多
K
引
退
を
迫
ま
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
皇
朝
文
献
遁
考
巻
六
一
選
翠
考

一
五
考
課
に
よ
れ
ば
、

乾
隆
十
八
年
論
旨
を
奉
じ
た
る

K
、
向
例
、
各
省
の
教
職
六
年
俸

滅
す
れ
ば
、
該
督
撫
皐
政
1

公
同
質
別
し
、
薦
開
準
を
腐
う
る
に
堪

う
も
者
は
保
題
し
、
部
に
、
4

怒
り
て
引
見
せ
し
む
。
其
の
年
力
表
遁

の
者
は
部
に
呑
し
て
休
致
せ
し
む
。
但
だ
督
撫
の
陪
習
と
し
て
、

既
に
肯
え
て
軽
奉
せ
歩
、
文
た
多
く
革
む
る
こ
と
を
肯
ん
ーぜ
歩
。

是
を
以
て
保
題
ナ
る
者
、
固
よ
り
審
々
た
る
に
麗
し
、
休
致
さ
る

る
者
も
亦
た
多
く
は
見
歩
。

と
あ
る
。
薙
正
乾
隆
の
頃
、
教
官
は
六
年
俸
瀬
町
ち
任
期
満
了
と
ナ
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る
の
例
あ
畑
。
六
年
目
に
督
撫
と
事
政
と
が
公
同
し
て
教
官
の
町
四
別

即
ち
一
種
の
検
査
を
行

い
、
優
劣
を
定
め
て
そ
の
昇
拙
去
留
を
決
定

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
既
別
ナ
ベ
き
督
撫
が
「
陥
習

と
し
て
」
そ
の
仕
事
を
速
か
に
運
は
ヂ
、
ま
た
同
時
に
数
官
の
移
動

を
好
ま
ね
風
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
任
教
官
の
休
致
さ
れ
る
者

が
少
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
皐
政
は
一
省
の
教
師
学
を
監

督
指
導
す
る
責
務
の
あ
る
重
要
な
三
年
を
任
期
と
ナ
る
差
官
で
あ
っ

こ
の
皐
政
が
官
場
の
常
と
し
て
、
或
は
随
規
を
沿
襲
し
或
は

的

管
私
作
弊
す
る
な
ど
、
甚
だ
堕
落
を
極
め
て
い
た
こ
と
は
願
著
な
事

:
玉、

古
カ

質
で
あ
フ
た
。
た
と
え
ば
薙
正
十
二
年
依
鴻
固
な
る
者
受
蹴
累
前
向
と

四

言
わ
れ
た
如
き
で
あ
る。

ζ

の
よ
う
な
堕
落
し
た
率
直
が
督
抑
と
公

同
し
て
町
別
ナ
る
と
言
っ
て
も
、
殿
正
遁
蛍
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
期

し
が
た
い
。

結
局
、
多
く
の
教
職
は
何
年
で
も
ヂ
る
/
¥
、と
居
坐
つ

て
い

る
こ
と
が
出
来
た
と
言
う
の
が
質
情
ら
し
い
の
で
あ
る
。

か
刀
て
乾
隆
年
間
、
現
任
教
官
中
、
七
十
歳
以
上
の
者
は

ま
た
、

引
退
さ
せ
た
ら
ど
う
か
と
言
う
議
が
も
ち
上
っ
た
時
、
乾
隆
帝
は
次

の
よ
う
に
言
っ
て
こ
れ
を
却
け
た
。

古
来
申
公
伏
生
老
に
し
て
経
を
停
う
。
人
の
用
う
可
き
と
否
と
は

未
だ
年
品
闘
を
以
て
諭
A
Y
可
ら
や
J

。
替
え
如
し
年
七
旬
を
途
ゆ
る
と

も
強
健
の
者
は
亦
た
鈴
選
ナ
可
ら
さ
ら
ん
や
。
未
だ
七
十
に
至
ら

や
ノ
と
も
病
態
龍
鐙
の
者
は
亦
た
姑
容
ナ
可
き
や
。
惟
だ
、
骨
固
に
其

の
人
の
用
う
可
き
と
否
と
を
腕
て
、
以
て
去
取
を
箆
ナ
可
く
、

七

十
を
以
て
限
と
空
y
べ
か
ら
や
〆。

桂
一
叫
一
日
一
例
制
一
位
ι

号一

右
の
よ
う
な
封
激
職
観
は
乾
隆
帝
だ
け
で
は
な
く
て
、
恐
ら
く
清
代

を
通
じ
て
支
配
的
な
一
つ
の
思
潮
で
あ
っ
た
と
思
う
。
情
代
で
は
一

般
に
皐
官
教
職
に
就
く
と
い
え
ば
政
治
家
と
し
て
見
込
な
き
老
生
が

多
か
っ
か
判
尤
も
掲
納
K
よ
っ
て
教
官
と
な
っ
た
者
に
は
年
少
の
人

も
あ
っ
た
ら
し
く
、
前
掲
珠
山
批
論
旨
田
文
鏡
の
奏
摺
牌
一
」

t誌
に

薙
正
元
年
二
月
初
八
日
、
議
旨
を
欽
奉
し
た
る
に
、
教
職
等
の
官

- 78ー

は
土
子
を
専
数
ナ
る
の
人
に
係
る
。
い
ま
掲
納
を
准
し
以
て
文
理

通
ぜ
ざ
る
の
少
年
、
反
っ
て
察
問
優
長
、
年
老
の
者
の
師
と
信
用
る

ω
 

を
致
ナ
、

可
な
ら
ん
や
。

と
見
え
て
い
る
。

さ
れ
ば
掲
納
教
官
は
別
と
し
て
、
老
生
の
頗
る
多
か
っ
た
清
代
の

教
官
は

し
か
も
大
抵
自
分
の
出
身
地
に
於
て
生
員
の
訓
育
に
従
事

し
た
も
の
で
、

教
職
は
倶
に
本
省
の
人
員
に
属
し
、
家
を
離
る
ミ
こ
と
遠
か
ら
や
〆

と
か
、
或
は



ω
 

教
職
は
本
と
郷
邦
に
近
し

と
か
文
献
に
見
え
る
如
く
で
あ
っ
た
。
さ
ナ
れ
ば
老
境
に
達
し
乍
ら
、

し
か
も
休
致
さ
れ
る
と
と
が
殆
ど
無
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
死
ぬ
迄
故

郷
に
あ
っ
て
そ
の
職
に
勤
め
る
こ
と
も
出
来
た
わ
け
で
、
従
て
中
に

ω
 

は
「
位
を
貧
り
、
藤
を
婿
一
む
」
不
埼
な
老
事
官
も
多
か
っ
た
よ
う
で

そ
れ
と
言
う
の
も
所
詮
、
教
職
と
言
う
も
の
は
気
楽
な
老

後
の
仕
事
で
、
政
治
家
と
し
て
最
早
や
希
望
も
見
込
も
な
い
老
讃
書

あ
る
が
、

人
や
老
官
僚
の
徐
生
を
、
途
る
絶
好
の
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
考
察
す
れ
ば
教
官
仕
嘗
時
あ
ら
ゆ
る
観
貼
か
ら
言
つ

て
不
足
吠
態
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

曾
試
下
第
者
ま
で
も
、

か
り
出
し
て
教
職
に
つ
か
せ
る
必
要
は
牽
も

認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

以
上
の
次
第
・
な
れ
ば
薙
正
五
年
、
帝
が
禽
試
失
敗
者
を
以
て
教
官

た
ら
し
め
ん
と
す
る
新
政
策
採
用
の
動
機
と
し
て
は
、
結
局
、
落
正

帝
の
薙
正
五
年
の
勅
の
文
句
以
外
に
考
え
ら
れ
ぬ
。
即
ち
従
来
の
科

貢
出
身
の
教
官
の
因
循
倫
惰
の
風
に
愛
想
を
つ
か
し
、
科
甲
の
輩
に

見
切
り
を
つ
け
た
に
あ
る
と
結
論
し
て
間
違
あ
る
ま
い
。

さ
て
、

し
か
ら
ば
次
に
即
位
の
年
に
一
旦
租
宗
の
法
、
即
ち
科
貢

4お

出
身
者
を
も
っ
て
教
官
資
格
と
ナ
る
原
則
を
取
り
、
四
年
後
に
何
故

こ
れ
を
放
棄
し
た
か
と
言
う
問
題
が
残
る
。
そ
れ
に
は
薙
正
帝
の
次

の
如
き
上
識
を
見
れ
ば
、
納
得
出
来
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち

東
華
録
一
綿
一
比
四
年
秋
七
月
甲
成
の
僚
に
見
ゆ
る
上
識
の
中
に
、

朕
藩
邸
に
在
る
時
、
従
っ
て
未
だ
外
廷
の
諸
臣
と
往
還
せ
や
ノ
。
即

ち
認
識
す
る
者
、
甚
だ
少
し
。
即
位
の
後
に
及
び
て
内
外
の
員
依
、

寧
ぞ
能
く
用
い
ざ
ら
ん
や
。
而
か
も
素
と
認
識
す
る
の
人
無
け
れ

ば
、
博
採
努
求
し
て
以
て
之
を
用
い
ざ
る
を
得
、
ヂ
。
之
を
用
い
る

に
及
ん
で
、
徐
ろ
に
其
の
入
学
}
観
て
、
賓
に
用
う
可
ら
歩
ん
ば
、

則
ち
之
を
更
易
せ
ざ
る
を
得
歩
。

-79ー

と
あ
る
。
さ
れ
ば
、
恐
ら
く
薙
正
帝
と
し
て
は
即
位
勿
々
に
は
一
臆

園
初
の
原
則
を
準
用
し
、
四
年
間
徐
ろ
に
、
「
其
の
人
を
観
る
」

の
態

度
を
と
り
、
而
し
て
其
の
後
、
「
用
う
可
ら
や
〆
ん
ば
則
ち
之
を
更
日
勿
ナ

る
」
即
ち
こ
の
場
合
、
禽
試
下
第
の
翠
人
に
切
換
え
る
と
と
に
し
た

の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

本
節
の
最
後
と
し
て
、
附
言
し
て
必
き
た
い
と
と
は
同
じ
く
舎
試

失
敗
者
に
教
職
の
地
位
、
を
解
放
し
た
康
照
帝
の
場
合
と
、
嘉
正
帝
の

場
合
と
で
は
、

そ
の
意
聞
の
聞
に
は
大
き
な
径
庭
の
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
康
照
帝
の
先
掲
の
三
十
七
年
の
擬
覆
を
こ
与
に
再
び
検
討
す
る

と
、
少
く
と
も
そ
こ
に
現
わ
れ
た
限
り
に
於
て
言
い
得
る
こ
と
は
、
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ζ

の
時
の
康
照
帝
の
意
固
に
は
科
甲
の
輩
K
射
す
る
同
情
の
念
が
根

底
に
流
れ
て
い
る
の
が
看
取
さ
れ
る
。
五
科
以
上
合
同
試
に
失
敗
し
て

始
め
て
知
燃
教
職
に
煉
選
さ
れ
た
従
来
の
法
学
一
改
め
て
三
回
落
第
者

は
知
将
に
、

一
国
務
第
者
に
は
皐
正
教
誌
に
任
じ
よ
う
と
言
う
の
で

あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
特
別
の
恩
情
を
か
け
て
、
恐
ら
く
最
早
や
老
境

に
達
し
た
で
あ
ろ
う
と
ζ

ろ
の
読
書
人
を
救
桝
せ
ん
と
ナ
る
意
闘
で

t
u
る
こ
と
は
疑
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ

K
封
し
て
薙
正
帝
は
、

全
然
そ
の
よ
う
な
気
持
は
な
い
。
つ
ま
り
、
康
照
帝
の
場
合
は
科
甲

の
人
に
劃
す
る
愛
着
恩
情
が
強
く
作
用
し

T
い
る
と
見
る
べ
き
に
劃

し
て
、
落
正
帝
の
場
合
は
科
甲
の
人
に
針
ナ
る
失
望
断
念
の
心
理
が

作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

直
省
書
院
の
園
家
的
設
営

|

|
全
図
書
院
の
官
立
化
|
|

第
二
の
蒐
正
治
下
の
新
教
皐
政
策
は
、
書
院
を
帝
命
に
よ
り
、
得

金
を
下
賜
し
闘
家
の
経
費
に
よ
っ
て
全
園
的
に
設
立
経
営
せ
し
め
る

即
ち
官
立
化
へ
の
方
針
で
あ
る
。
先
夕
、
皇
朝
文
献
遁
考
舎
七

O
皐

校
考
八
詔

一一
立
に
臼
く

〔
薙
正
〕
十
一
年
直
省
々
城
に
命
じ
て
書
院
を
設
立
せ
し
め
各
々
格

金
千
雨
を
賜
う
て
管
建
の
費
と
震
さ
し
む
。

と
。
ま
た
大
清
禽
典
事
例
巻
三
九
五
捜
部
皐
校
、
各
省
書
院
に
見
え

る
乾
隆
帝
の
乾
隆
元
年
の
上
誌
に
日
く

書
院
の
制
は
人
材
を
導
進
し
、同
学
校
の
及
ば
ざ
る
所
を
底
く
す
る

所
以
な
り
。
我
が
世
宗
憲
皇
帝
(
都
知
正
帝
)
命
じ
て
之
を
省
舎
に

設
け
、
特
金
を
裂
し
て
以
て
管
火
に
資
せ
し
む
。
恩
威
至
、
虐
な
り
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
同
巻
薙
正
十
一
年
の
書
院
設
立
の
上
誌
に
日
く

(
前
略
)
督
撫
駐
殺
の
所
は
省
舎
の
地
た
り
。
該
督
撫
に
著
し
て
商

酌
翠
行
せ
し
め
、
各
々
格
金
一
千
雨
を
賜
う
て
牌
に
土
子
を
来
ら

- 80ー

し
め
群
衆
誼
書
せ
し
め
、
硝
踏
め
臨
時
霊
を
篤
し
て
車
問
火
を
資
け
以
て

永
遠
に
垂
れ
ん
。
其
の
足
ら
ざ
る
者
は
存
公
銀
内
に
於
て
支
用
せ

;
云

4

々

と
。
ま
た
大
病
舎
典
事
例
巻
三
九
五
瞳
部
皐
校
各
省
書
院
に
見
ゆ
る

十
一
年
設
立
の
上
識
に
全
十
七
省
書
院
の
名
を
列
翠
し
た
後
に

其
の
絵
の
各
省
府
州
牒
の
書
院
は
、
或
は
紳
士
、
出
資
創
立
し
、

或
は
地
方
官
、
援
公
経
理
し
、
倶
に
該
管
官
に
申
報
、
査
票
ぜ
し

め
ん
。

と
言
っ
て
い
る
し
、
ま
た
珠
山
抗
議
旨
安
徽
巡
撫
徐
本
の
奏
摺
町
一
…旧
制
札

二
副
徐
本
こ

=一O
枚
表
が



臣
、
部
容
に
接
准
し
た
る
に
、
各
省
の
書
院
、
聖
恩
も
て
得
金
一

千
雨
を
賜
る
を
仰
蒙
し
、
督
撫
を
し
て
商
酌
奉
行
せ
し
め
ら
る
。

弁
せ
て
士
子
を
し
て
群
栗
護
室
田
せ
し
ゅ
、
一
骨
火
継
が
ざ
る
を
念
い
、

敬
し
て
務
め
審
董
を
痛
さ
し
め
、
其
の
足
ら
ざ
る
者
は
存
公
銀
内

に
於
て
支
用
せ
し
め
ら
る
等
の
因
あ
り
。

と
も
見
え
て
い
る
。
ま
た
盛
期
西
氏
の
「
中
園
書
院
制
度
」
第
五
章

「
清
之
書
院
」
一
日
日
引
に
日
く

明
以
前
の
書
院
は
私
立
を
以
て
原
則
と
篇
し
、
滑
に
至
り
て
官
立

な
り
。
然
れ
と
も
亦
た
間
々
私
人
の
創
立
し
、
或
は
賛
助
す
る
者

有
り
。
(
桝
)
薙
正
中
、
直
省
皆
な
書
院
を
建
て
以
て
浮
置
を
扉
去

し
、
流
弊
を
杜
絶
す
る
を
以
て
宗
旨
と
信
用
ナ
。

と
。
以
上
の
諮
文
学
-
綜
合
す
る
と
、
落
正
十
一
年
務
金
一
千
雨
支
出

下
に
訟
け
る
各
省
書
院
設
立
の
と
と
は
、

そ
れ
が
全
省
に
互
り
劃

的
に
一
斉
K
帝
命
に
よ
り
賓
施
さ
れ
た
と
と
、
不
足
の
経
費
は
存
公

銀
よ
り
支
出
せ
し
め
た
等
の
事
買
に
照
ら
し
て
、
ま
さ
に
官
立
化
し

た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
恐
ら
く
従
来
か
ら
あ
る
書
院
ま
た
は
書
院

祉
を
土
蓋
に
設
管
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

か
く
の
如
き
全
省
に
一臼一
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っ
て
一
費
に
建
て
ら
れ
た
ζ

と
は
勿
論
園
初
以
来
は
じ
ゅ
て
の
こ
とω

 

一
、
二
修
復
な
ど
は
行
わ
れ
た
先
例
は
る
る
が
、

で
あ
る
。
尤
も
、

そ
れ
は
朝
廷
の
自
渡
的
行
篤
で
は
な
い
。
ま
た
順
治
八
年
に
は
新
た

に
書
院
を
創
立
す
る
こ
と
を
許
さ
や
ノ
と
言
う
方
針
さ
え
と
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
心U
…諒一…棚
湾
問…
腕
配れれ一

一一
尤
も
こ
れ
は
入
開
後
間
も
な
い

時
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
ふ
る
措
置
も
亦
た
己
む
を
得
な
い
が
、
次
の

康
照
時
代
も
書
院
つ
い
て
は
特
筆
ナ
べ
き
も
の
が
な
い
。
難
正
帝
に

至
っ
て
俄
か
に
飛
躍
的
な
護
展
を
見
る
の
で
、
乾
隆
帝
も
薙
正
帝
の

遺
志
を
縫
い
で
、
積
極
的
に
書
院
経
営
に
熱
意
を
示
し
、
或
は
白
鹿

洞
書
院
の
燦
規
を
手
本
に
し
、
或
は
祭
政
の
監
督
下
に
か
く
な
ど
の

伺

奨
励
策
を
講
じ
て
い
る
。
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尤
も
十
一
年
以
後
、
私
立
書
院
が
全
然
無
く
な
っ
た
の
で
は
勿
論

な
い
。
そ
の
年
の
上
識
に
「
其
の
徐
叫
ん
防
河
村
立
の
各
省
の
府
州
豚

の
書
院
は
或
は
紳
士
創
立
し
云
々
」
と
あ
る
如
く
で
あ
る
が
、
全
世

と
し
て
は
、
清
代
務
正
時
代
K
至
っ
て
書
院
は
官
立
が
大
宗
と
な
っ

た
こ
と
は
明
白
な
事
賓
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
次
に
は
官
立
書
院
の
全
園
一
一
質
的
建
立
を
断
行
し
た
薙
正
帝

の
員
意
|
|
|
即
ち
如
何
な
る
動
機
に
よ
り
、
如
何
な
る
目
的
の
た
め

K
ー
ー
が
解
明
さ
れ
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
先
や
ノ書
院
設
立
の
上
識
の

文
句
に
耳
を
藷
そ
う
。
大
清
禽
典
事
例
巻
三
九
五
雄
部
皐
校
、
各
省

書
院
薙
正
十
一
年
の
上
識
に
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各
省
察
校
の
外
、
地
方
大
吏
毎
に
書
院
を
設
立
し
て
生
徒
を
家
集

し
講
読
偉
業
せ
し
む
る
者
有
り
。
朕
、
臨
御
以
来
、
時
々
と
し
て

人
材
を
教
育
す
る
ζ

と
を
以
て
念
と
な
せ
り
。

但
だ
稔
関
す
る
に
、
書
院
の
設
、
賓
に
神
盆
有
る
者
少
く
、
虚
名

を
浮
官
検
す
る
者
多
し
。
是
を
以
て
未
だ
曾
っ

て
赦
し
て
各
省
を
し

て
通
行
せ
し
め
や
ノ。

蓋
し
徐
徐
に
待
つ
有
り
て
而
し
て
後
、
議
旨

を
頒
布
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
近
と
ろ
見
る
に
各
省
の
大
吏
、

漸
く
宜
政
を
崇
向
ナ
る
を
知
り
、
治
名
滋
替
の
震
を
事
と
せ
歩
、

而
し
て
積
書
脹
撃
の
人
も
亦
た
頗
る
能
く
浮
茸
奔
競
の
習
を
扉
去

ナ
。
則
ち
書
院
を
建
立
し
て
、
其
の
省
の
文
行
粂
優
の
士
を
揮
ぴ

て
其
の
中
に
読
書
せ
し
め
、
之
を
し
て
朝
夕
講
調
、
整
荊
附
行
せ

し
め
て
、
成
就
す
る
所
有
ら
し
め
、
遠
近
の
土
子
を
し
て
観
感
奮

護
せ
し
む
れ
ば
、
亦
た
致
賢
育
才
の
一
道
な
り
。

と
見
ゆ
。
右
文
を
事
々
し
く
説
明
す
る
要
も
あ
る
ま
い
が
、

た
2

一
、

二
注
目
す
べ
き
個
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
薬
正
帝
に
言
わ
し
め
る
と

従
来
建
て
ら
れ
た
書
院
は
文
教
の
上
で
は
無
盆
に
近
く
、
賞
際
上
何

等
役
に
立
た
夕
、
存
在
の
意
義
が
な
い
と
ナ
る
黙
で
あ
る
。
と
い
う

わ
け
は
、
書
院
設
立
は
大
抵
地
方
官
僚
の
「
虚
名
を
浮
慕
ナ
る
」
と

言
う
不
純
な
動
機
か
ら
来
て
い
る
。
放
に
除
は
勅
し
て
全
省
に
遁
行

せ
し
ゅ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
頃
、
各
省
の
大
吏
の
「
治
名
逝
春
」

の
弊
風
杜
紹
え
、
腹
開
苧
の
讃
書
人
も
亦
た
「
浮
露
奔
競
」
ナ
る
悪
習

が
無
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
省
に
書
院
を
建
立
す
る
よ
う
命
じ
た
と

言
っ
て
い
る
と
ζ

ろ
に
注
意
し
た
い
。
泊
名
滋
春
、
奔
競
の
風
は
薙

正
帝
の
最
も
排
撃
し
た
科
甲
の
随
習
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
十
一
年
の

頃
扉
去
し
た
と
言
う
こ
と
は
、
貫
に
注
目
ナ
ベ
き
現
象
で
あ
る
。
従

来
、
書
院
や
義
撃
が
寅
際
そ
の
よ
う
な
不
純
な
動
機
、
即
ち
「
治
名

釣
春
」

の
た
め
に
屡
々
建
立
さ
れ
よ
う
と
し
て
薙
正
帝
に
叱
責
さ
れ

て
い
る
事
賓
が
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
湖
北
巡
撫
法
敏
(
薙
正
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年
九
月
六
日
)
の
奏
摺
に
、

湖
北
の
人
文
向
来
盛
な
り
と
栴
ナ
。

近
と
ろ
皇
上
の
教
養
の
恩
に

体
し
、

土
子
盆
々
奮
附
ナ
る
を
知
り
諦
習
頗
る
勤
む
れ
と
、
或
は

指
授
無
く
、
未
だ
師
停
を
得
る
な
き
を
苦
め
り
。
臣
査
す
る
に
、

武
昌
省
城
に
曹
と
江
漢
書
院
一
所
有
り
。
今
擬
ナ
ら
く
は
、
口
同
行

率
問
、
人
の
師
と
爵
る
に
堪
う
る
者
を
延
請
し
、
之
を
し
て
教
授

-
せ
し
め
、
各
層
の
土
子
を
し
て
そ
の
中
に
庫
業
せ
し
め
、
菅
火
を

量
資
し
て
、
以
て
我
が
皇
上
の
振
興
祭
育
の
至
意
に
仰
副
せ
ん
と

ナ
。
臣
、
現
在
奉
行
し
、
就
緒
ナ
る
こ
と
有
る
を
侠
ち
て
男
に
奏

聞
を
行
わ
ん
。



と
き
同
っ
た
に
針
し
て
、
薙
正
帝
は
次
の
如
き
手
巌
し
い
株
批
を
輿
え
、

泊
名
逝
春
を
戒
診
て
日
く
、

到
任
未
だ
久
し
か
ら
ざ
る
に
、
遅
か
に
此
の
翠
を
魚
ナ
。
治
名
釣

春
に
近
か
ら
ざ
ら
ん
耶
云
々

と
。
ま
た
、
湖
江
巡
撫
黄
叔
琳
の
奏
摺
軒
以
恥
一
城
一
帥
耕
一
-
一に
割
、
す
る

帝
の
珠
批
に
も

火
耗
車
品
駄
を
持
て
義
農
を
立
て
、
書
院
を
建
つ
る
は
、
以
う
に
斯

文
を
重
ん
や
ノ
る
の
虚
名
を
泊
ん
と
ナ
る
も
の
な
り
。

と
見
え
て
い
る
が
如
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
在
来
の
書
院
は
地
方
官
僚
の
泊
名
逝
春
の
た
め
の

手
段
方
便
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
薙
正
帝
は
腕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
十
一
年
上
識
で
は
、

そ
う
云
う
悪
い
傾
向
が
扉
去
し
た
と

言
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
十
年
に
亘
る
羅
正
帝
の
事
宜
を
得
た
治
政

が
こ
の
慶
賀
す
べ
き
現
象
を
生
ん
だ
と
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。

さ
り
乍
ら
牢
固
と
し
て
抜
き
難
き
多
年
の
随
習
が
し
か
く
簡
単
に
雲

散
霧
消
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
と
す
れ
ば
上
識
の
文
句
も
多
少
割

引
し
て
考
え
る
の
が
無
難
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ま
た
別

な
方
面
か
ら
書
院
設
立
の
原
因
動
機
が
究
明
さ
れ
る
と
と
が
要
請
さ
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れ
る
。
す
る
と
、

そ
の
場
合
、

わ
れ
わ
れ
は
清
代
の
直
省
郷
議
の
皐

た
る
府
州
牒
島
一
か
幾
多
の
依
陥
、
幾
多
の
弊
害
を
到
る
と
こ
ろ
で
暴

露
し

T
い
た
事
質
に
想
到
す
る
の
で
あ
る
。
郷
撃
の
朕
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
、

其
の
徐
一
昨
い
一
小
川
開
子
の
郷
聞
学
は
但
だ
孔
子
廟
有
る
の
み
に
し

τ

拳
宮
に
は
非
や
ノ
。
其
の
数
職
は
蛍
に
奉
洞
の
官
と
作
ナ
べ
き
の
み

聞

に
し
て
、
皐
師
K
は
非
ざ
る
な
り
。

と
、
文
た
教
官
に
つ
い
て
臼
く
、

教
官
多
く
中
材
K
属
し
、
或
は
年
歯
衰
遇
、
位
を
貧
り
聴
を
痛
み
、

闘

士
子
と
朋
偉
を
矯
し
、
考
課
を
覗
て
故
套
と
矯
ナ
。

文
た
臼
く
、
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近
ど
ろ
見
る
に
、
直
隷
各
省
の
教
職
の
官
内
に
、
文
義
-
聖
書
一
同
ん
ぞ

ω
 

ざ
る
者
甚
だ
多
し
。
此
く
の
如
く
ん
ば
何
を
以
て
土
を
訓
え
ん
や
。

文
た
皐
政
に
つ
い
て
日
く
、

近
ど
ろ
聞
く
な
ら
く
、
直
隷
各
省
の
皐
差
、
阻
規
を
沿
襲
し
、
職

国

業
を
襲
底
し
、
私
学
}
楼
]
み
弊
を
作
し
、
考
試
は
公
な
ら
デ
。

文
た
日
く
、

皐
臣
文
た
但
だ
衡
文
学
)
以
て
任
と
篤
ナ
。
教
官
の
因
循
怠
惰
、
有

且
塞
責
は
、
漫
と
し
て
察
を
加
え
や
ノ
。

文
た
生
員
に
つ
い
て
日
く
、



430 

今
日
の
土

(生
員
)
(桝
)
或
は
官
署
に
出
入
し
、
詞
訟
を
包
撹
し
、

或
は
郷
曲
を
武
断
し
て
卒
民
を
欺
座
し
、
或
は
銭
糧
を
抗
達
し
て

園
法
を
親
一
向
ナ
一広々

右
の
よ
う
な
明
乱
脈
を
極
め
た
地
方
府
州
鯨
皐
は
言
う
迄
も
な
く
、
教

育
機
関
と
し
て
既
に
全
く
有
名
無
買
に
蹄
し
て
い

た
の
で
あ
る。

之
を
要
す
る
に
、
難
正
帝
は
地
方
儒
撃
の
こ
の
よ
う
な
現
肢
に
鑑

み
、
新
た
に
書
院
を
園
家
の
経
営
陀
移
し
、

ζ

れ
を
も
っ
て
数
撃
の

質
を
あ
げ
、
同
時
に
地
方
教
育
の
機
を
中
央
に
納
め
ん
と
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
因
み
に
十
一
年
上
、
大
清
合
典
事
例
省
三
九
五
に
は

号
間
艦
部
間
学
校
、
各
省
書
院

十
七
省
書
院
名
を
次
の
如
く
列
記
し
て

い
る
。
駄
足
な
が
ら
附
記
ナ

れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

直
隷
省

蓮
池
。
江
蘇
省

鐘
山

・
紫
陽
。
淑
江
省

敷
文
。
江

西
省

改
章
。
湖
南
省

江
漢
。
一
幅
建

山
獄
麓
・
城
南
。
湖
北
省

省

猪
峯
。
山
東
省

大
梁
。

機
源
。
山
西
省

普
陽
。
河
南
省

快
西
省

閥
中
。
甘
踊
省

閥
山
。
康
東
省

端
渓

・
血7
秀
。
贋

西
省

秀
峯

・
宣
城
。
四
川
省

錦
江
。
雲
南
省

五
華
。
貴
州

省

資
山
。

(以
上
の
う
ち
一
省
二
院
の
と
ζ

ろ
は
二
千
雨
の
内
脅
金
を
下
附
し

た
こ
と
上
誌
に
見
ゆ
)

四

直
省
教
職
の
改
備
験
看
貫
施

|
|
回
文
鏡
の
提
案
|
|

第
三
は
教
職
(
訓
導
)
を
貢
生
よ
り
鐙
選
ナ
る

K
、
論胤砂
地
方

K

て
験
看
守
}
行
わ
し
め
た
ζ

と
で
あ
る
。

凡
そ
園
初
で
は
、
第
二
節
K
述
べ
た
如
く
、
直
省
府
州
鯨
の
歳
貢

生
む
往
来
京
せ
し
め
廷
試
し
て
教
職
を
補
授
ナ
る
定
め
で
あ
っ
た
が
、

康
照
二
十
三
年
に
至
り
礎
部
の
題
請
に
よ
り
、
歳
貢
生
の
来
京
廷
試

を
兎
じ
間
宇
臣
に
命
じ
て
挨
次
考
准
せ
し
め
、
吏
部
に
呑
‘せ
し
め
て
訓

導
を
補
授
ナ
る
こ
と
に
改
め
た
。
心
心
附
駒
内
…

J
M一時一
K
一
臥
五
吏
部
で
補

授
ナ
る
時
は
暴
政
の
報
告
に
基
く
わ
け
で
、
賓
際
そ
の
人
を
観ム
y
k
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行
わ
れ
る
。
そ
ζ

で
護
令
迄
に
年
数
を
要
ナ
る
と
、
そ
の
聞
に
本
人

が
病
放
し
た
り
し
て

い
て
も
吏
部
で
は
判
ら
な
い
か
ら
、
空
に
赴
任

の
僻
令
を
出
ナ
と
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
か
与
る
手
違
い
を
防
止
す
る

た
め
、
改
め
直
省
の
督
撫
皐
臣
を
し

τ、
貢
生
の
年
貌
な
と
に
つ
き

そ
の
蓋
帳
を
制
作
さ
せ
て
、
吏
部
に
於

け
る
補
選
の
際
の
参
考
資
料
に
供
す
る
と
と
を
河
南
巡
撫
の
回
文
鏡

詳
細
な
験
看
を
行
わ
し
め
、

が
提
案
し
た
。
即
ち
殊
批
議
旨
河
南
巡
撫
田
文
鏡
薙
正
三
年
七
月
二

十
八
日
の
奏
摺
に
よ
れ
ば



匡
請
う
ら
く
は
、
嗣
後
潅
正
元
年
十
二
月
初
七
日
定
む
る
所
の
、

直
隷
各
省
の
督
撫
を
し
て
毎
に
郷
試
の
事
竣
る
に
於
て
主
考
を
禽

同
し
て
翠
人
を
験
看
ナ
る
の
例
に
照
ら
し
て
、
第
臣
歳
科
爾
考
完

竣
の
日
を
倹
ち
て
、
該
督
撫
事
臣
を
命
同
同
し
、
遁
省
の
康
生
の
挨

出
せ
る
貢
生
を
持
っ
て
停
集
せ
し
め
、
乗
公
験
看
し
、
凡
そ
年
力

精
社

K
し
て
並
び
に
事
故
無
き
者
は
、
次
第
を
按
定
し
て
補
康
挨

貢
の
年
分
を
持
っ
て
清
冊
を
嚢
造
し
部
に
迭
り
て
鐙
選
せ
ん
。
其

の
老
病
の
者
は
亦
た
男
に
一
冊
を
造
り
て
部
に
、
途
ら
し
ゅ
、
以
て

査
核
に
便
に
せ
ん
。
此
く
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
選
ぶ
所
の
員
、
皆

な
任
に
勝
う
可
く
、
患
を
撒
診
し
め
て
男
、
選
し
、
以
て
懸
依
久
し

く
待
つ
を
致
ナ
を
庸
う
る
ζ

と
無
か
ら
ん
。
且
つ
老
病
を
剛
除
し

て
選
ば
ざ
れ
ば
、
則
ち
近
年
の
新
貢
亦
た
早
に
徐
援
に
腐
る
ζ

と

を
得
べ
く
、
久
遠
の
候
依
を
待
ち
、
以
て
年
老
残
慶
ナ
る
を
致
さ

ざ
ら
ん
。

と
あ
る
。
督
撫
拳
臣
を
し
て
強
め
地
方
で
康
生
を
召
集
し
て
験
看
せ

し
ゅ
、
年
力
強
祉
な
る
者
は
該
康
生
の
補
麗
と
挨
貢
の
年
度
と
を
書

込
ん
だ
帳
面
を
制
作
せ
し
め
る
。
老
病
の
者
ほ
別
に
帳
面
を
作
つ
マ

hz
く
。
そ
し
て
そ
れ
を
吏
部
に
、
途
り
、
吏
部

K
於
け
る
鐙
、
謹
の
際
、
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年
老
者
や
病
気
事
故
者
を
削
除
し
よ
う
と
言
う
に
あ
る
。
田
文
鏡
が

こ
の
よ
う
に
致
備
検
査
を
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
は
彼
の
任
地
河

南
省
で
次
の
よ
う
な
切
買
な
問
題
が
起
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

臣
、
事
制
問
…
に
任
じ
て
以
来
、
部
選
を
准
け
し
務
省
の
教
職
は
共

べ
て
一
百
二
十
三
員
に
し
て
、
内
、
病
故
せ
る
者
二
十
四
員
、
老

病
の
者
二
十
五
員
、
廻
避
す
る
者
一
員
、
名
字
靴
錯
し
て
査
ナ
る

も
其
の
人
無
き
者
一
員
、
未
だ
逮
か
に
迭
考
せ
ざ
る
者
十
員
、
禽

試
中
式
の
者
一
員
を
除
き
、
考
准
し
て
遊
歩
}
給
し
赴
任
せ
る
者
止

だ
六
十
一
員
の
み
。
現
在
、
数
議
、
訓
導
の
懸
依
し
て
人
無
き
者

は
共
べ
て
六
十
二
紋
な
り
。
撮
依
の
由
来
は
蓋
し
吏
部
冊
を
按
じ

て
鐙
選
ナ
る

K
絞
り
、
設
ぴ
に
其
の
人
の
存
亡
老
病
を
知
ら
や
〆
、

漏
出
護
せ
ら
れ
て
省
に
到
り
、
地
方
官
に
鱒
行
し
、
赴
任
を
査
催
ナ
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る
K
及
ん
で
、
則
ち
其
の
人
或
は
病
故
す
る
と
と
巳
に
久
し
く
、

或
は
衰
鰻
し
て
堪
え
や
ノ
、
紛
々
と
し
て
詳
覆
し
、
始
め
て
原
誕
の

文
怒
を
賂
っ
て
部
に
轍
め
し
め
て
男
選
ナ
一z

・4

と
見
ゆ
る
如
く
吏
部
の
鐙
選
が
機
械
的
で
、
老
病
、
強
祉
の
別
な
く

任
命
さ
れ
る
の
で
、

そ
の
震
に
右
の
如
き
種
々
の
手
遣
が
起
る
の
で

る
る
。
そ
こ
で
田
文
鏡
が
之
を
防
ぐ
た
め
に
、
勝
、
看
の
議
行
を
案
出

し
た
に
外
な
ら
ぬ
。

さ
て
、

こ
の
よ
う
な
回
文
鏡
の
験
看
諭
旅
行
の
奏
請
は
寅
施
に
移
さ
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れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
封
し
て
反
劉
を
唱
え
た
の
が
直
隷
総
督

李
叫
ば
で
あ
っ
た
。
即
ち
薙
正
四
年
十
一
月
二
十
一
日

「歳
貢
の
験
君

を
請
兎
し
以
て
貧
生
を
悩
む
」
の
奏
摺
を
奉
っ
て
一言
口
う
に
は
、

但
だ
臣
直
隷
に
至
り
て
よ
り
験
す
る
所
は
、
窮
老
の
挨
貢
成
な
餓

察
し
て
政
渉
苦
累
堪
え
や
ノ
と
稲
ナ
。
懇
求
し
て
験
を
克
ぜ
ら
れ
ん

ζ

と
を
奏
請
す
。
臣
思
う
に
(附
)
如
し
果
し
て
験
看
即
ち
政
教
に

盆
有
り
て
、
験
着
せ
ざ
れ
ば
即
ち
政
教
に
害
有
ら
ば
、
貧
生
苦
累

ナ
と
雄
も
、
法
に
於
て
亦
た
兎
を
請
う
ζ

と
難
か
ら
ん
。

但
だ
査

す
る
に
茂
生
必
ナ
二
、
三
十
年
に
し
て
後
、
出
貢
し
、
年
己
に
衰

に
就
か
ざ
る
は
無
し
。
出
貢
の
後

文
た
三
十
除
年
に
し
て
後
、

官
に
謹
ば
る
。
亦
た
未
だ
必
ナ
し
も
倶
に
選
を
得
一る
ζ

と
能
わ
や
ノ。

現
在
験
看
ナ
る
の
人
員
、

今
日
其
の
未
だ
老
い
ざ
る
を
験
ナ
れ
と
、

選
を
得
る
に
至
れ
ば
己
に
老
い
た
り。

持
K
表
え
ん
と
ナ
る
の
人

を
以
て
、
十
年
二
十
年
後
を
懸
端
ナ
。
置
に
其
の
職
に
供
ナ
可
き

や
否
や
を
断
歩
る
ζ

と
能
わ
ん
。

と
。
即
ち
李
搬
の
反
封
理
由
は
地
方
で
致
備
的
験
君
を
行
っ
て
も
、

中
央
吏
部
で
教
官
と
し
て
質
際
援
令
さ
れ
る
の
は
、
二
三
十
年
も
後

の
と
と
で
あ
る
。
従
っ
て
今
は
年
吐
で
あ
っ
て
も
二
三
十
年
も
先
き

に
な
れ
ば
老
込
ん
で
了
う
ζ

と
も
あ
る
。
だ
か
ら
験
看
は
あ
ま
り
役

た
立
た
ぬ
。

し
か
も
こ
の
験
看
の
た
め
に
窮
老
寮
生
は
数
百
里
も
遠

方
か
ら
集
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
鈴
苦
は
大
へ
ん
で
、
同
情
を
禁

じ
得
な
い
。
故
に
こ
の
よ
う
な
有
害
無
益
の
改
備
的
験
看
は
停
止
し

て
ほ
し
い
と
言
う
。

と
こ
ろ
で

ζ

の
李
般
の
言
い
分
を
薙
正
帝
は
員
向
か
ら
反
駁
し

て
園
家
の
用
人
の
大
奥
は
全
べ
て
考
一
臓
に
擦
る
。
(榊
)
験
し
た
る
の

後
、
挨
次
録
用
ナ
可
く
、
何
ぞ
概
し
て
十
年
二
十
年
の
後
を
懸
端

ナ
と
云
わ
ん
。

強
詞
奪
理
、
惇
謬
極
ま
れ
り
。
(桝
)
先
き
に
汲
め

其
の
年
貌
を
験
し
、
期
K
臨
み
て
再
た
其
の
息
子
業
を
考
試
ナ
る
は
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何
れ
の
所
か
不
可
な
ら
ん
。

と
叱
り
つ
け
、
更
に

復
た
改
議
を
行
う
は
、
繭
、
徒
ら
に
虚
替
を
越
え
ん
と
ナ
る
に
過

面
C

や
ノ。

と
き
め
つ
け
て
い
る
。
右
文
中
に
帝
が
園
家
の
人
材
任
用
は
す
べ
て

考
験
を
も
っ
て
決
定
す
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
黙
が
、
注
目
さ
れ
る

が
、
結
局
李
械
の
請
言
が
容
れ
ら
れ
・な
か
っ
た
そ
の
重
要
な
理
由
は

帝
の
最
も
嫌
っ
た
虚
血
官
を
拍
さ
ん
と
す
る
李
械
の
底
意
を
見
抜
い

た

に
あ
っ
た
ω
そ
れ
と
共
に
、
預
備
験
看
施
行
の
提
案
者
が
帝
の
も
っ
と



も
信
頼
せ
る
回
文
鏡
で
あ
っ
た
ζ

と
も
見
逃
が
し
難
い
。
尚
一
川
崎
臨
ん
配

巡
撫
楊
氷
泌
が
か
つ
て
教
官
の
考
却
闘
を
厳
重
K
せ
ん
こ
と
を
奏
請
し
た
と
き
、

帝
は
珍
し
く
「
こ
の
奏
殊
に
是
蛍
の
至
り
に
腐
ナ
」
と
ほ
め
て
、
支
部
に
詳
議

さ
せ
、
直
省
に
通
頒
せ
し
め
た
こ
と
あ
り
。
(
珠
批
論
旨
薙
正
十
二
年
五
月
二
十

六
日
間
人
の
奏
摺
)
教
官
の
鞭
槌
に
も
閥
心
深
か
フ
た
ζ

と
を
知
る
の
で
あ
る
。

五

改
教
と
教
職
養
廉
銀
に
封
ナ
る
態
度

|
|
回
文
鏡
の
意
見
|
|

最
後
に
薙
正
帝
の
数
皐
政
策
を
よ
り
明
確
な
ら
し
め
る
上

K
大
切

な
こ
と
は
、
彼
が
改
教
と
教
職
養
廉
銀
に
射
し
て
と
っ
た
態
度
を
観

-
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ζ

と
で
あ
る
。

清
代
教
職

K
就
く
途
は
凡
そ
五
種
類
数
え
る
と
と
が
出
来
る
。
即

開

制

附

ち
科
母
、
貢
生
、
保
奉
、
摘
納
そ
し
て
最
後
が
改
教
即
ち
改
補
教
職

改
授
教
職
、
改
就

教
職
と
も
云
う

る
途
で
あ
る
。

で
、
吏
治
の
才
な
き
無
能
知
鯨
を
教
職
に
改
補
ナ

さ
て
清
代
で
は
一
般
に
知
燃
は
本
来
科
事
出
身
が
多
か
っ
た
こ
と

「
九
そ
知
一
臓
に
選
用
さ
る
L

者
、
類
ね
翠
人
進
士
出
身
の
人
多
し
斗
と

薙
正
十
三
年
上
識
に
見
ゆ
る
遁
り
で
あ
る
。
そ
の
翠
人
進
土
出
身
の

ω
 

知
燃
が
「
才
具
卒
庸
に
し
て
牧
民
の
任
に
難
し
L

の
場
合
、
「
進
士
出
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身
の
書
生
に
し
て
謹
患
な
れ
ど
も
、
吏
治
の
才
無
く
、
若
し
之
を
溺

聞

職
に
列
ナ
れ
ば
殊
に
欄
む
可
き
に
層
ナ
」
と
言
う
同
情
的
立
場
か
ら
、

「
任
内
劣
蹟
無
し
と
雄
も
、
若
し
其
の
因
循
怠
惰
を
聴
さ
ば
、
恐
ら
く

倒

地
方
を
胎
誤
ナ
る
を
致
さ
ん
」
と
言
う
理
由
で
、
教
職
に
改
補
し
て

了
う
。
勿
論
、

ζ

れ
は
不
名
春
な
格
下
げ
で
あ
る
と
と
は
「
改
補
教

職
は
ナ
で
に
降
等
に
層
、
九
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
で
明
白
で
あ
る
。
ま

鵠

た
改
教
を
題
詩
ナ
る
の
は
多
く
巡
撫
に
よ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
改
教
に
制
到
す
る
帝
の
態
度
は
頗
る
消
極
的
で
あ
っ
た
、

と
言言f
Fヨ

う
よ
り
甚
だ
喜
ば
な
か
っ
た
。
何
故
喜
ば
な
か
っ
た
か
。
第
二
節
に

引
用
し
た
(
前
掲
七
十
五
頁
の
)
上
識
の
文
句
を
反
相
卸
し
て
見
ょ
う
。
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そ
の
上
識
の
意
味
を
述
べ
る
と
、
「
知
鯨
は
大
雄
に
於
て
進
士
翠
人

出
身
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
進
士
事
人
に
愚
に
も
つ
か
ぬ
劣
員
が
多

ぃ
。
そ
こ
で
吏
治
の
才
無
け
れ
ば
本
来
溺
職
の
焼
印
を
捺
し
て
罷
め

さ
ナ
べ
き
所
を
、

そ
れ
で
は
可
哀
想
だ
と
云
う
の
で
、
改
教
で
救
い

上
げ
る
の
だ
。
し
か
し
本
来
改
敬
沙
汰
に
な
る
よ
う
な
官
員
は
徐
程

の
劣
等
人
物
で
あ
る
。
そ
ん
な
劣
等
人
物
に
教
職
を
任
か
さ
・
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
程
、
園
家
K
人
材
が
な
い
わ
け
で
な
い
。
ま
た
、
そ
ん
な

庸
劣
な
科
甲
出
身
の
人
物
ば
か
り
で
仕
途
を
翠
一
塞
さ
ナ
べ
き
で
な

い
」
と
言
う
に
あ
る
。
つ
ま
り
帝
は
園
家
の
人
材
登
用
と
い
う
高
く

贋
い
翫
貼
に
立
っ
て
物
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
立
場
か
ら
科
甲
出
身
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の
無
能
知
腕
を
改
敬
す
る
こ
と
は
面
白
く
な
い
と
ナ
る
に
あ
っ
た
。

面
白
く
な
い
の
み
か
、

知
牒
と
し
て
無
能
な
人
物
な
ら

た
と
え
敬

職
に
つ
か
せ
て
も
矢
張
り
駄
目
で
あ
る
と
薙
正
帝
は
は
っ
き
り
言
つ

て
い
る
。
即
ち
署
理
山
東
巡
撫
印
務
侍
耶
塞
楊
額
が
か
っ

τ奏
摺
を

奉
っ
て
、
各
州
豚
内
の
年
老
無
能
、
才
力
及
ば
ざ
る
者
を
改
教
さ
ナ

べ
き
か
、

そ
れ
と
も
休
致
さ
ナ
べ
き
か
を
尋
ね
た
ζ

と
が
あ
っ
た
。

そ
の
時
の
帝
の
返
事
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

大
吏
昂
る
者
は
清
恨
に
し
て
明
察
を
粂
ぬ
る
K
非
ざ
れ
ば
鑑
衡
の

蛍
を
得
る
こ
と
能
h
w

デ
。
奏
ナ
る
所
の
年
老
に
し
て
及
ば
ざ
る
の

各
員
に
至
り
て
は
、
若
し
果
し
て
衰
蓮
に
し
て
堪
え
ざ
れ
ば
、
即

え
教
職
た
り
と
も
亦
た
誤
事
に
腐
す
。
伊
等
己
に
豚
令
に
任
A
Y
る

も
亦
た
其
の
読
書
一
番
に
負
か
や
ノと
調
う
可
し
。
寛
に
休
致
せ
し

'o 

む
る
に
如
か
や
ノ。

右
の
意
味
は
改
激
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
な
知
臓
は
と
う
せ
駄
目

な
人
間
だ
。
今
迄
読
書
の
甲
斐
が
あ
っ
て
そ
こ
迄
行
け
た
の
だ
か
ら
、

も
う
休
致
さ
せ
て
も
よ
い
と
云
う
の
で
あ
る
。

帝
が
改
救
を
喜
ば
な

い
理
由
が
い
ま

一
つ
別
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は

知
牒
か
ら
教
職
に
格
下
げ
し
て
、
左
遷
さ
れ
る
と
大
抵
悲
観
し
て
志

気
が
上
らやノ
、
従
っ
て
そ
の
成
績
も
悪
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

即
ち

皇
朝
霊
喜
七
O
率
一
校
考
八
一銭一一
J

鎮
の
薙
正
五
年
上
誌
に

凡
そ
豚
令
の
教
職
に
改
授
さ
れ
し
者
、
其
の
民
牧
の
任
K
勝
え
ざ

る
に
因
り
、
例
と
し
て
嘗
K
罷
割
ナ
ベ
し
。
朕
念
う
に
、
其
れ
誼

書
攻
苦
し
、

一
官
を
選
授
さ
れ
、
遺
か
に
慶
棄
せ
し
む
る
に
忍
び

や
ノ
。
是
を
以

τ師
儒
の
席
K
居
ら
し
め
以
て
其
の
皐
ぷ
所
を
展
べ

し
む
。
此
れ
股
が
格
外
の
恩
な
り
。
況
や
教
官
は
土
子
を
化
導
ナ

る
の
責
有
り
。
理
民
の
任
に
較
べ
て
、
閥
係
尤
も
重
し
。
陸
に
嘗

K
理
心
喝
力
、
以
て
職
守
を
表
す
べ
し
。
傑
し
改
授
の
故
に
因
つ

τ、
志
気
策
類
し
奉
職
怠
忽
す
れ
ば
、
各
省
の
巡
撫
拳
臣
に
著
し
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て
、
査
参
議
昆
せ
し
ゅ
ん
。

と
あ
る
。
改
敬
さ
れ
た
知
鯨
は
、
右
の
様
に
教
職
に

つ
い
て
も
「
志

気
築
類
、
奉
職
怠
忽
」
の
紋
態
に
陥
入
り
勝
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
巡

撫
皐
臣
に
命
じ
て
議
ぃ
隠
せ
し
め
よ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。

次
に
数
職
養
廉
銀
に
針
す
る
薙
正
帝
の
態
度
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

言
う
迄
も
な
く
養
廉
銀
は
薙
正
帝
の
創
め
た
新
制
度
で
あ
っ
て
、

原
則
と
し
て
地
方
正
官
と
一
部
佐
雑
に
劃
し
て
支
給
さ
れ
た
一
種
の

手
賞
で
あ
る
。
手
首
と
言
っ
て
も
単
に
生
活
費
的
な
も
の
で
な
く

回

公
的
な
諸
経
費
を
も
之
に
よ
っ
て
賄
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。



さ
て
こ
の
養
廉
銀
は
、
地
方
教
職
に
は
従
来
支
給
さ
れ
唱
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
教
職
に
も
支
給
さ
れ
た
い
と
帝
に
奏
請
し
た
の
は
一
帽

建
巡
撫
劉
世
明
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
劉
世
明
の
奏
請
K
謝
し
て
薙
正
帝
は
そ
の
必
要
な
し
と

そ
の
議
を
却
け
て
、
絡
に
教
職
の
養
廉
銀
は
賓
現
し
・
な
か
っ
た
。
株

批
議
旨
薙
正
八
年
二
月
初
三
日
の
劉
世
明
の
奏
摺
の
後
に
見
え
る
株

批
に
よ
る
と
、

況
や
教
職
の
養
廉
、
直
省
従
っ
て
未
だ
言
及
す
る
者
有
ら
や
ノ
。
劉

世
明
濁
り
能
く
念
及
ナ
。
此
の
似
き
瀦
懐
の
泊
名
負
恩
の
心
、
宜

な
る
か
な
、
昏
憤
疋
と
し
て
知
解
ナ
る
無
き
を
。
況
や
此
の
養
廉

は
乃
ち
向
日
の
地
方
官
の
用
う
る
所
の
物
な
り
。
除
何
ぞ
教
職
の

虚
春
を
逝
え
、
勅
令
し
て
分
給
ナ
ベ
け
ん
や
。

と
言
う
。
即
ち
元
来
、
養
廉
は
往
年
地
方
官
が
耗
羨
よ
り
捻
り
出
し

て
、
自
分
で
自
分
K
支
給
し
た
物
で
あ
っ
て
、
教
職
に
支
給
ナ
ベ
き

で
な
い
。
ま
し
て
教
職
の
虚
春
を
逝
え
る
よ
う
な
馬
鹿
な
員
似
を
朕

は
し
な
い
ぞ
、
と
劉
世
明
を
戒
め
て
い
る
。

右
の
株
批
を
奔
承
し
た
劉
世
明
は
奏
摺
を
奉
つ
て
な
位
月
次
の

如
く
専
ら
自
分
の
無
知
昏
慣
を
わ
び
て
之
を
撤
回
し
た
。
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養
廉
も
て
教
職
に
妄
及
せ
ん
と
す
る
の
議
覆
に
至
り
て
は
、
賓
に

臣
の
愚
昧
に
係
る
。
い
ま
皇
上
の
訓
旨
を
仰
蒙
し
、
臣
、
始
め
て

悦
然
と
し
て
醒
悟
せ
り
。
蓋
し
、
教
職
は
倶
に
本
省
の
人
員
K
属

し
、
家
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
や
ノ
、

外
省
に
隔
越
し
家
を
離
れ
て
遠

堂
y
る
の
微
員
と
、
週
か
に
同
じ
か
ら
や
ノ
。
(
酔
)
今
直
省
概
ね
養

廉
を
議
及
せ
や

J

。
臣
、
濁
り
妄
議
し
て
此
に
及
ぶ
。
直
に
酔
夢
中

の
語
の
如
し
。
臣
昏
憤
無
知
に
し
て
断
煉
何
ぞ
極
ら
ん
。
所
有
る

養
廉
の
奏
摺
、
臣

E
K
教
職
の
一
僚
を
削
除
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
薙
正
帝
は
州
眠
酬
の
正
官
以
外
K
佐
雑
官
(
眼
目
別
)
K

は
養
廉
銀
を
若
干
支
給
ナ
る
と
と
を
認
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
最
初

-89 -

は
認
め
・
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
佐
雑
は
地
方
人
民
と
直
接
接
燭
ナ
る

と
云
う
理
由
で
、
督
撫
よ
り
佐
雑
官
に
も
議
及
し
た
い
と
の
申
出
が

あ
っ
た
と
き
、
最
初
は
頗
る
難
色
を
示
し
た
が
、
結
局
、
到
底
俸
給

だ
け
で
は
生
活
出
来
な
い

こ
と
が
剣
り
、
僅
か
で
は
あ
る
が
支
給
ナ

関

る
こ
と
に
し
た
。
例
え
ば
劉
世
明
の
七
年
十
一
月
十
七
日
の
奏
摺
に

よ
れ
ば
一
幅
建
省
で
佐
雑
官
K
毎
員
毎
年
二
十
雨
を
分
給
し
て
い
る
。

さ
て
薙
正
帝
が
佐
雑
官
K
は
支
給
し
た
養
廉
銀
を
何
故
教
職
に
は

支
給
し
な
か
っ
た
か
と
言
う
疑
問

K
謝
し
て
、
河
南
総
督
回
文
鏡
が

薙
正
六
年
二
月
二
日
に
奉
っ
た
奏
摺
及
び
そ
れ
に
針
ナ
る
帝
の
株
批

が
明
快
に
答
え
て
呉
れ
る
。
日
く
、
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臣
伏
し
て
査
ナ
る
に
、
司
府
の
首
領
、
各
撃
の
教
職
井
ぴ
に
巡
検
、

騨
丞
、
税
大
使
、
司
獄
等
の
雑
職
は
並
び
に
親
民
の
官
に
非
ヂ
。

(榊
)
惟
だ
是
れ
裏
献
州
の
州
問
、
州
判
、
文
た
直
隷
州
の
吏
回
一
芥

び
K
府
腐
の
州
問
、
州
判
、
吏
目
、
各
豚
の
豚
丞
、
典
史
は
倶
に

盤
査
を
承
督
し
、
親
民
の
責
有
り
。
訪
う
ら
く
は
終
に
直
隷
州
の

州
問
、
州
判
は
毎
員
銀
一
百
二
十
雨
を
量
給
し
、
其
の
徐
の
各
官

は
毎
員
銀
八
十
雨
を
量
給
せ
ん
云
々

と
田
文
鏡
が
奏
請
せ
る
に
針
し
、
帝
日
く

今
、
議
ナ
る
所
を
翻
る
に
、
甚
だ
公
嘗
に
腐
ナ
。
此
に
照
ら
し
て

施
措
す
れ
ば
淘
に
允
協
に
腐
す
云

々

と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
按
デ
る
に
、
恐
ら
く
、
教
職
は
親

民
官
で
な
い
、
即
ち
刑
名
銭
穀
の
責
が
な
い
、
故
に
議
及
ナ
る
要
は

な
い
と
言
う
股
肱
の
臣
回
文
鏡
の
意
見
に
同
調
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
劉
世
明
の
奏
請
に
は
治
名
と
い
う
不
純
な
動
機
が

あ
る
ζ

と
を
看
破
し
て
、
之
を
許
さ
な
か
っ
た
と
見
て
差
支
な
い
。

ζ

の
外
に
原
因
と
し
て
、

ま
た
帝
が
頗
る
信
任
し
た
も
う

一
人
の

地
方
官
郭
爾
泰
も
教
職
の
養
廉
銀
に
は
反
射
で
あ
っ

て、

そ
の
根
様

は
「
伊
等
(
教
職
)
は
倶
に
本
省
に
在
り。

文
た
地
方
腔
鼎
の
事
な

し
」
一
」
一世一川
昨
担
問
と
言
う
に
あ
っ
た
。
か
お
る
考
え
方
が
薙
正
帝
に

も
何
等
か
の
影
響
を
輿
え
た
で
あ
ろ
う
ζ

と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る。
...... 
J、

結

憲一山

以
上
、
薬
正
帝
の
地
方
教
思
?
に
つ
き
、
濁
白
衣
政
策
と
目
ナ
ベ
き

も
の
を
採
り
上
げ
て
不
充
分
な
が
ら
概
観
し
た
。
そ
の
中
特
に
清
初

の
教
官
の
在
り
方
と
、

こ
れ
が
慮
置
に
針
し
薙
正
帝
が
示
し
た
態
度

方
針
に
つ
い
て
考
究
を
加
え
た
。
地
方
教
育
の
問
題
と
し
て
こ
の
外
、

'U
 

息一
e

政
の
名
総
統
一
な
ど
の
こ
と
が
賓
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
自
陸
、

- 90ー

文
教
政
策
と
し
て
大
き
な
意
義
を
有
た
な
い
の
で
省
略
し
た
。

文
教
の
面
に
か
い
て
薙
正
帝
濁
自
の
方
針
乃
至
政
策
と
し
て
寅
施

さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
科
甲
の
随
風
を
革
除
し
て
、
以
て

文
教
面
の
根
本
的
な
刷
新
、
地
方
教
鼠
干
の
立
直
し
を
目
論
ん
だ
と
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
自
ら
も
市
恩
的
な
政
策
方
針
は

紹
封
的
に
と
ら
な
か
っ
た
。
か

ミ
る
基
本
線
を
持
し
、

一
貫
し
た
態

度
で
臨
ん
で
は
い
る
が
、

し
か
し
と
れ
が
賓
行
に
首
つ
て
は
、
必
や
ノ

し
も
濁
裁
的
な
一
方
的
な
強
行
策
は
之
を
避
け
て
い

る
離
は
、
巧
妙

と
さ
え
言
え
る
も
の
が
あ
る
。
恐
ら
く
科
甲
ぎ
ら
い
の
薙
正
帝
の
数

皐
政
策
と
し
て
は
、
も
っ
と
抜
本
的
な
方
針
、
科
甲
の
巌
正
な
批
判



者
ら
し
い
強
行
的
な
政
策
が
と
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば

か
つ
て
随
規
の
巌
禁
や
駒
空
の
清
査
を
田
文
鏡
を
し
て
徹
底
的
に
断

行
さ
せ
、

田
文
鏡
の
排
斥
運
動
を
さ
え
捲
き
起
こ
し
た

そ
の
結
果
、

如
く
、
科
甲
全
僅
か
ら
猛
烈
な
反
援
を
く
ら
う
程
の
ζ

と
が
あ
っ
て

も
よ
さ
そ
う

K
思
う
。
賓
は
そ
の
よ
う
な
と
と
が
あ
る
だ
ろ
う
と
、

は
じ
め
議
想
し
て
か
A

っ
た
の
で
る
る
が
、

そ
の
見
込
は
見
事
に
は

ナ
れ
た
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
正
面
か
ら
の
衝
突
を
廻
避
し
て
、
頗

る
賓
際
的
な
、
現
賓
的
な
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
。
大
上
段
か
ら
員

向
に
大
蛇
を
振
り
恥
ろ
さ
・
な
い

で
、
反
相
到
に
巾
の
あ
る
政
策
が
賓
施

さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
科
甲
の
輩
を
頭
か
ら
叱
り
飛
ば
し
て
い
る
か
と
思
う
と
、

そ
の
牟
面
、

ま
た
拳
官
教
職
は
必
タ
し
も
科
甲
出
身
に
限
ら
な
い
と

し
、
曾
試
下
第
の
奉
人
に
も
全
面
的
に
教
職
の
地
位
を
解
放
し
た
上

で
、
験
看
考
課
を
巌
に
ナ
る
と
言
う
が
如
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
巾
の
あ
る
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
肝

甚
の
と
こ
ろ
は
安
協
し
な
い

n

科
申
の
随
習
革
除
の
素
志
ま
で
も
山
腕

ナ
と
言
う
の
で
は
勿
論
な
い
。
ま
た
、
帝
は
何
慮
ま
で
も
強
く
筋
を
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遁
し
て
守
り
抜
く
。
例
え
ば
教
職
の
養
廉
銀
K
於
け
る
如
く
で
あ
る
。

別
の
観
貼
に
立
て
ば
、
帝
は
科
甲
排
撃
に
移
始
し
な
い
で
、
よ
り

根
本
的
な
文
教
面
で
の
立
ち
直
り
、
乃
至
は
刷
新
を
企
圃
し
て
い
た

と
も
言
え
る
。
例
え
ば
書
院
の
官
立
化
は
そ

の
現
れ
で
は
な
か
っ
た

か
。
か
く
の
如
く
、
大
切
な
教
皐
の
問
題
を
と
う
ナ
れ
ば
少
し
で
も

よ
く
ナ
る
ζ

と
が
出
来
る
か
と
言
う
こ
と
を
根
本
に
湖
っ
て
考
え

T

い
た
と
云
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
人
材
登
用
な
ど
の
根
本
の

問
題
こ
そ
帝
が
も
っ
と
も
力
を
注
い
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

要
す
る
に
、
落
正
帝
の
地
方
教
皐
政
策
は
頗
る
慎
重
で
あ
っ
て
多

方
面
に
周
到
な
用
意
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
濁
裁
君
主
の
典
型

と
言
わ
れ
た
薙
正
帝
で
あ
り
乍
ら
、
正
面
か
ら
思
い
切
フ
た
文
教
改

- 91ー

新
政
策
を
賞
施
し
て
、

そ
の
潟
ゅ
に
大
き
な
波
範
を
起
乙
ナ
が
如
き

こ
と
が
・
な
か
っ
た
。

右
の
よ
う
な
事
情
は
一
つ
に
は
薙
正
帝
が
案
に
相
違
し
て
賓
は
現

賓
主
義
的
友
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
彼
に
は

一
つ
の
政
治
上
の
モ
ッ
ト
ー
が
あ
っ
て
中
庸
を
も
っ
て
政
治
運
用
の

コ
ツ
と
心
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

モ
y

ト
!
と
は

関

百
凡
但
だ
能
く
中
の
字
を
以
て
準
と
帰
せ
。

で
あ
り
、
文
日
く
、

但
だ
諸
凡
の
事
、
務
診
て
亦
た
必
や
ノし
も
苛
刻
に
過
ぎ
ざ
何
。

で
あ
っ
た
。

ζ

の
卒
々
凡
々
た
る
言
葉
の
う
ち
に
、
徹
底
し
た
賓
際
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主
義
者
と
し
て
の
薙
正
帝
の
半
面
を
琵
見
ナ
る
こ
と
が
出
来
る
で
は

な
い
か
。

〔
註
〕ω妹

批
論
旨
、
山
東
巡
撫
盆
楊
額
、
来
正
五
年
三
月
十
九
日
奏
摺
の
珠
批

ω右
語
、
蘇
州
巡
撫
限
時
夏
、
薬
正
五
年
七
月
二
十
四
日
奏
摺
の
珠
批

ω右
来日
、
雲
費
総
督
那
爾
一本
、
詰
端
正
五
年
九
月
十
六
日
奏
沼
の
隊
批

ω右
書
、
蘇
州
巡
撫
限
時
夏
、
薙
正
六
年
四
月
四
日
奏
摺
の
珠
批

同
州
稿
「
務
正
二
年
の
健
考
事
件
と
国
文
鋭
」
東
洋
史
研
究
十
五
/
四

制
拙
稿
「
宋
代
に
於
け
る
教
官
試
法
の
成
立
と
其
の
意
義
」
京
都
皐
畿
大
間
都
千

事
報
A

m

同
情
史
稿
選
挙
志

一

ω宮
崎
市
定
博
士

「
科
州
市
」
五
四
頁

川
例
制
に
同
じ

制
珠
批
論
旨
、
紙
州
巡
撫
隙
時
夏
、
前
哨
正
五
年
一

月
二
十
八
日
奏
摺
の
珠
批

帥
右
書
、
同
人
の
被
正
五
年
十
二
月
二
十
四
日
奏
摺
の
珠
批

制
右
在
、
若
理
洲
康
総
督
印
務
都
察
院
左
都
御
史
一脳
敏
、
薙
正
四
年
十
二
月

十
日
奏
招
の
珠
批

同
州
開
に
同
じ

帥
東
翠
帆
開
山
市
正
巻
九
務
正
四
年
九
月
丁
巳

帥
穆
政
金
書
巻
一
ニ
()
考
礎
教
官
乾
隆
三
年
議
准

制
刷
珠
批
論
旨
、
成
東
巡
燃
楊
永
拭
、
抗
措
正
十
二
年
五
月
二
十
六
日
奏
摺

間
右
目
、
河
南
巡
傑
国
交
鋭
、
柏
市
正
三
年
七
月
二
十
八
日
奏
摺

同
開
右
君
、
山
東
巡
仰
臥
世
倍
、
恭
正
三
年
五
月
二
十
日
奏
摺

側
皇
制
逝
考
巻
六

二
選
附
坦
考
一
六
考
謀
、
乾
隆
三
十
三
年
上
識

側
右
書
、
を
六
一

、
選
率
考
一
五
考
謀
、
乾
隆
七
年
上
識

別
珠
批
議
旨
、

雲
資
総
督
高
其
悼
、
菜
正
三
年
九
月
初
四
日
奏
摺

倒
大
病
高
宗
純
皇
帝
笈
録
巻
六
、
務
正
十
三
年
十
一
月
丙
申
朔
(
す
で
に
薙

正
帝
は
拙
端
正
十
三
年
八
月
に
死
し
、
十
一
月
に
は
乾
隆
帝
位
に
在
り
)
命

じ
て
数
官
の
品
級
を
定
め
し
な
。
議
し
て
日
く
、
各
省
の
品
就
職
乃
ち
師
儒

の
官
に
し
て
、
訓
麹
約
束
し
、
多
土
の
表
率
と
盛
岡
る
所
以
な
り
。
若
し
品

秩
を
賞
給
せ
ざ
れ
ば
、
雑
職
と
異
る
無
し
。
(
中
略
)
其
の
如
何
に
品
級
を

加
給
し
て
以
て
責
成
を
鼓
舞
す
る
の
意
を
一
示
す
べ
き
か
は
吏
部
に
著
し
て

談
奏
せ
し
む
。

同
書
巻
八
、
薙
正
十
三
年
十
二
月
丁
卯
、
吏
部
旨
に
遜
い
、
議
し
て
教
官

の
品
級
を
加
う
。
教
授
は
向
き
に
従
九
日
聞
に
係
る
。
今
舷
に
加
え
て
正
七

品
と
魚
さ
ん
。
風
守
正
、
数
識
は
向
き
に
未
入
流
に
係
る
。
今
際
に
加
え
て

正
八
品
と
筋
さ
ん
。
訓
埠
は
向
き
に
未
入
流
に
係
る
。
今
臆
に
加
え
て
従

入
品
と
居
間
さ
ん
。
其
の
陸
柿
仰
は
態
に
奮
例
に
の
照
ナ
べ
し
と
。
之
に
従
う
。

ま
た
消
稗
類
紗
霞
秩
類
省
二
七

「
一
一
両
宗
皐
官
に
品
級
を
加
崇
ナ
」
に、

「康

県
以
前
、
各
省
府
数
授
は
従
九
品
に
係
り
、
聞
学
正
、
数
議
、
訓
導
は
均
し

く
未
入
流
に
係
る
。
高
宗
登
極
す
る
に
及
び
、
一
目
撃
校
の
官
、
多
土
を

訓
抽
出
す
る
所
以
を
念
及
ナ
。
流
外
に
閑
居
す
る
は
、
則
ち
雑
職
と
殊
る
無

し
。
支
部
に
識
し
て
賞
給
す
べ
き
口
叩
級
を
議
奏
せ
し
む
。
逐
議
し
て
教
授

は
加
え
て
正
七
口
問
と
鴛
し
、
与
正
、
教
誌
は
加
え
て
正
八
日
間
と
魚
し
、
訓

導
は
加
え
て
従
八
品
と
な
す
。
升
鶴
は
奮
例
に
仰
依
ナ
。」

と
あ
り
。

大
清
禽
胤
ハ
事
例
省
三
六
九
磁
部
曲
学
校
、
品
就
職
考
夜
、
皇
朝
通
考
径
七
一
一
学

校
考
九
直
省
郷
禁
之
肌
千
三
に
も
簡
約
せ
る
記
事
あ
り
。

倒
叫
に
同
じ

削
判
明
に
同
じ
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働
側
K
同
じ

M
W
園
初
の
制
と
し
て
は
現
佳
品
就
職
の
考
課
は
三
年
に

一
回
準
政
按
臨
の
日
に

行
う
の
を
原
則
と
し
た
。
(
皇
朝
逼
考
巻
六
九
準
校
考
七
、
直
省
郷
黛
之
拳

て

順
治
九
年
の
篠
)
と
こ
ろ
が
落
正
以
後
、
六
年
毎
に
行
う
こ
と
が
行

わ
れ
出
し
た
よ
う
で
、
祭
政
金
書
巻
三

O
考
張
数
官
薙
正
四
年
の
議
准
、

皇
朝
通
考
巻
七

O
拳
校
考
人
直
省
郷
黛
之
島
T

二
、
楽
正
四
年
の
傑
に
「
各

夢
の
数
官
、
果
し
て
能
く
設
心
訓
導
し
、
(
関
俸
)
六
年
の
後
(
内
)
所
属
の

土
子
並
び

K
過
犯
無
く
ん
ば
、
督
撫
拳
匡
を
し
て
篠
質
保
題
せ
し
め
て
陸

用
せ
ん
(
其
れ
現
任
の
員
、
泰
正
五
年
を
以
て
始
と
震
し
、
六
年
を
拘
柑附

し
て
、
成
放
を
箸
有
せ
ば
其
れ
を
し
て

一
体
に
保
題
す
る
を
准
さ
ん
)
」
と

あ
り
。
ま
た
第
二
節

K
も
引
用
し
た
皇
朝
、
通
考
巻
七

O
皐
校
考
八
直
省
郷

黛
之
夢
二
、
確
正
五
年
下
第
の
事
人
を
も
っ
て
教
官
に
挑
選
せ
ん
と
し
た

と
き
、
「
六
年
の
内
、
如
し
果
し
て
成
放
を
箸
有
せ
ば
、
督
撫
を
し
て
題
薦

せ
し
め
、
候
、

格
外
に
加
恩
せ
ん
、
如
し
職
守
に
負
く
有
ら
ば
、
督
撫
を
経

て
題
参
せ
し
め
、
時
肱
姑
容
せ
ざ
ら
ん
」
と
見
え
、
同
署
巻
七

一
乾
隆
十
八

年
の
上
識
に
も

「
直
省
の
教
官
を
既
別
ナ
る
の
例
を
申
定
ナ
。
定
例
と
し

て
、
各
省
の
教
職
六
年
俸
描
附
す
れ
ば
、

該
督
撫
血
平
政
公
同
郵
別
し
、
薦
場

を
購
う
る
に
堪
う
る
者
は
保
題
し
て
部
に
、
4
Z
り
て
引
見
せ
し
め
、
其
の
年

カ
裳
遜
の
者
は
部
に
呑
し
て
休
致
せ
し
め
ん
」
と
見
え
、
事
政
金
書
巻
三

O
考
媛
教
官
乾
隆
十
四
年
の
議
准

K
も

「
嗣
後
、
品
就
職
六
年
俸
糊
す
れ
ば

該
督
撫
拳
政
を
し
て
殿
に
甑
別
を
加
え
し
む
」
と
あ
り
、
ま
た
皇
朝
遁
考

巻
六
一
選
穆
考
一
五
考
謀
、
乾
隆
二
十
九
年
の
上
識
に
よ
れ
ば
、
六
年

一

次
既
別
を

行
う
法
と
し
て
成
績
良
好
の
教
官
は
「
勤
職
」

と
評
革
聞
を

加

え
、
次
義
国
者
に
は
「
循
分
供
職
」
と
記
し
昇
瓢
去
留
し
た
こ
と
を
述
ぶ
。

ま
た
、
雲
貴
、
川
康
、
一
隅
建
、
湖
南
、
甘
粛
な
と
の
遠
省
で
は
二
十
二
年

以
後
八
年
一
次
斑
別
す
る
こ
と
定
め
ら
る
。
同
書
巻
七
一
乾
隆
十
八
年
僚

制
皇
朝
通
考
巻
六
九
、
祭
校
考
七
、
直
省
郷
黛
之
与
一
、
康
照
十
二
年
上
議

ω宮
崎
市
定
博
土
「
科
事
」
八
二
頁

州
開
東
華
録
落
正
雀
九
、
薙
正
四
年
九
月
了
巳
の
上
品
聞
に
「
数
官
多
〈
中
材
に

屡
し
年
歯
表
一
過
な
り
」
ま
た
皇
朝
泡
考
巻
七
一
、
凪
字
放
考
九
直
省
郷
議
之

率
三
、
乾
隆
六
年
の
篠

「
近
来
品
就
職
多
く
表
老
腐
劣
な
り
」
ま
た
大
清
曾

奥
富
市
例
巻
三
八
回
、
般
部
第
校
抜
賞
事
宜
、
乾
隆
十
六
年
上
識
に
「
今
教

職
率
ね
多
く
昏
章
箆
鐙
に
し
て
濫
竿
懲
桟
な
り
」

帥
大
清
品
問
典
事
例
巻
三
六
九
、
雄
都
民
中
校
教
職
孝
蕨
、
凪
守
政
金
書
巻
三

O
考

間
放
教
官、

落
正
元
年
上
議
も
亦
た
略
同
じ

帥
珠
批
議
旨
、
一
隅
建
巡
撫
劉
世
明
、
落
正
八
年
二
月
十
六
日
奏
摺

倒
右
書
、
雲
貴
総
督
部
制
剛
泰
、
昨
端
正
九
年
正
月
二
十
八
日
奏
摺

ω東
華
録
落
正
巻
九
、
昨
端
正
四
年
九
月
丁
巳
の
上
議

帥
盛
期
西
氏
編

「
中
図
書
院
制
度
」
第
五
章
清
之
書
院

一一
一一

一
頁

附
州
大
清
品
目

H

興
事
例
巻
三
九
五
、
礎
部
皐
校
、
各
省
書
院
、
乾
隆
元
年
上
議

側
綴
碑
傍
集
巻
七
九
、
陳
漣
「
(
象
州
)
郷
献
甫
傍
」

側
東
華
品
開
落
正
倉
九
、
薙
正
四
年
九
月
丁
巳

帥
皇
朝
遜
考
巻
五
九
、
選
事
考
一
三
考
課
、
康
照
四
十
三
年
論
旨

側
右
寄
巻
六
九
、
拳
校
考
七
直
省
郷
簸
之
皐

一、

康
照
十
二
年
上
議

側
仰
に
同
じ

帥
大
清
曾
典
事
例
巻
三
八
三
、
礎
部
皐
校
、
諸
生
考
謀
、
抗
措
正
四
年
上
議

倒
宮
崎
市
定
博
土
「
科
師
事」

三
八
頁

倒
皇
朝
遁
考
雀
六
二
、
選
翠
考
一
六
考
謀
、
乾
隆
四
十
二
年
上
議
に
よ
り
敬

職
を
保
穆
ナ
る
は
司
道
府
州
豚
等
よ
り
の
鱒
詳
に
よ
っ
た
こ
と
を
知
る

帥
珠
批
論
旨
、
河
南
巡
撫
田
文
鏡
、
泰
正
三
年
七
月
二
十
八
日
奏
摺
、
民
守
政
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斜。

全
書
巻
三

O
考
康
教
官
、
薙
正
二
年
の
議
准
に
よ
り
、
摘
納
の
行
わ
れ
た

ζ

と
を
知
る
。

倒
皇
朝
通
志
巻
七
三
、
選
穆
略
二
、
落
正
十
三
年
四
月
上
識

山
間
珠
批
詠
旨
、
内
閣
総
部
侍
郎
審
理
江
西
巡
撫
印
務
張
畑
一麟
、
薙
正
七
年
正

月
二
十
九
日
奏
摺

制
右
話
、
加
布
政
使
幅
制
審
理
江
蘇
巡
撫
印
務
陳
時
夏
、
来
正
四
年
十
二
月
初

四
日
奏
摺

山
間
右
中
昔
、
審
理
山
東
巡
撫
印
務
侍
郎
塞
傍
額
、
疑
正
五
年
二
月
初
十
日
奏
摺

糊
皇
制
通
考
径
六
一
、
選
翠

一
五
考
謀
、
乾
隆
十
九
年
上
議

側
珠
批
論
旨
、
内
閣
陸
部
侍
郎
署
理
江
西
巡
撫
印
務
張
坦
麟
、
薙
正
七
年
正

月
二
十
九
日
奏
摺
及
び

ω仰
に
よ
る
と
改
品
献
を
申
請
す
る
者
は
巡
撫
で
あ

る
こ
と
を
師
納
的
に
知
る
。

制
刷
聞
に
同
じ

倒
岩
見
宏
氏
「
薙
正
時
代
の
公
授
に
闘
す
る
一
考
察
」
東
洋
史
研
究
一
五

/

凶
(
頁
四
五
八
、
頁
四
六
二
)

帥
砥
批
詠
旨
、
河
南
総
督
問
文
鋭
拙
端
正
六
年
二
月
三
日
奏
摺

制

「
確
正
四
年
定
め
て
、
各
省
の
祭
道
を
一
体
に
改
め
て
準
院
と
馬
ナ
」
と

あ
り
、
(
大
品川
曾
胤
(
功
例
巻
三
六
六
、
礎
部
摩
枚
、
祭
校
設
官
)
ま
た
皇

朝
辺
志
を
六
九
、
験
官
略
「
曲
学
政
」
提
督
皐
政
の
下
の
割
註
に
も
「
閥
初

各
省
督
祭
道
を
設
け
(
中
的
)
薙
正
四
年
制
を
定
珍

τ各
省
腕
干
道
は
皆
な
改

め
て
察
院
と
信
用
ナ
」
と
あ
り
。

制
批
時
批
論
旨
、
印
刷
間
総
督
官
同
其
停
、

前哨
正
四
年
七
月
十
八
日
奏
摺
の
除
批

側
右
君
、
署
理
資
州
巡
撫
事
務
雲
南
巡
撫
沈
廷
正
確
正
六
年
八
月
二

十
六
日

奏
掃
の
珠
批

薙
正
二
年
の
繕
紳

・
中
橿
金
書
(
そ
の
二
)

さ
て
結
紳
全
書
の
方
は
京
官
、
外
官
を
含
み
上
下
二
冊
よ
り

成
っ
て
居
り
、
上
加
は
京
官
六
二
丁
、
外
官
六
七
丁
を
含
み
、

下
叩
は
山
東
省
に
始
ま
る
外
官

一
八
七
丁
を
含
む
。
そ
の
目
録

に

直

省

官

制

滅

漢

加

級

陸

選

年

月

儒

林

同

列

入

率

額

数

各

鯨

銀

糧

塩
課
税
謀

関

税

騨

姑

土

産
悉
登

皇
役
多
寡

地
方
繁
簡
備
載
無
遺

と
あ
り
、
移
の
方
が
千
字
文
も
ど
き
に
な
っ
て
い
る
の
も
俗
書

ら
し
く
て
面
白
い。

ζ

の
目
録
の
次
に

京
都
正
陽
門
外
西
河
沿
九
間
接
封
門
坐
北
朝
南
文
陸
閤
刊

刻
新
板
緒
紳
全
書
及
中
植
全
書
輔
政
全
書
鑓
刻
精
工
考
襲

詳
明
輿
衆
不
同
凡

満
漢
大
人
先
生
陸
選
後
新
持
名
競
籍
貫
下
頒

以
便
添
刻
賜
顧
者
詳
認
招
牌
便
是

と
あ
り
、

人
事
の
異
動
に
フ
き
、
た
え
デ
更
改
を
行
っ
た

の
で

あ
る
が
、
但
し
板
木
全
穫
を
造
り
か
え
る
の
は
大
へ
ん
で
あ
る

か
ら
部
分
的
に
埋
木
象
放
を
し
て
間
に
合
わ
ナ
の
で
あ
る
。

(
つ
や
ノく
)

外
任
儀
注

六
省
漕
米

程
途
亦
録
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soldiers in copper coins. Since copper production was rather small in 

China， they used to import it from Japan. A1ready in the closing days of 

Ming明， Chinese traders began to import copper in exchange for silk， 

sugar， medicines， etc.， through the port of Nagasaki. With the deve1op-

ment of trade with China the production of copper in Japan made a rapid 

progress， but as the resu1t of exhaustion of rich mines copper production 
declined， and' restriction was imposed on the export of copper. In 1715 the 

number of Chinese boats coming to Nagasaki was 1imited by the Toku-

gawa Shogunate. Such a situation 1ed to serious disputes among the 

Chinese traders， and the slanderous charges made by the unchartered traders 

against the chartered merchants resulted even in a big political trouble， 
which was part1y due to the fear of the Ch'ing Government to the Japanese 

pirates who had ravaged the coasta1 provinces of China during the Ming 

period. On the other hand， the Tokugawa Shogunate imposed restrictions 

not on1y on the export of copper but on that of gold and silver， which 
began to give adverse effect on Japanese economy， whi1e the po1icy of the 

Shogunate brought a rise in the price of copper. 

Emperor Yung・cheng'sEducational Reform 

Toshikazu Araki 

The Ch'ing dynasty appointed， as a rule， public school instruct.ors from 

among those who passed civil service examinations. But Emperor Yung-

cheng broke the ru1e， and appointed instructors from among those who 

fai1ed in examinations. In and after the Sung宋 periodthere came into 

existence those private colleges known as shu-yuan書院， which were set 

up by the loca1 literati and great 1earned men. Emperor Yung-cheng 

he1ped to estab1ished a private college in each province by subsidizing 

from the Imperial purse， and eventually it was made a Government institu-

tion. He a1so set up a system of local examinations for appointing public 

school instructors instead of the old practice of appointment without 

examination by the Ministry of Personnel. 
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